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競　馬　番　組

１．主　　　催　特別区競馬組合

２．競　馬　場　大 井 競 馬 場
　　　　　　　　　　　　　東京都品川区勝島二丁目 1番 2号

　　　　　　　　　　　　　　　

３．競馬の呼称
　　　開催毎に発表する競馬競走番組による。

４．開 催 日 時
　　　開催毎に発表する競馬競走番組による。

５．定　　　義

（１）　競馬場の所在等に関すること

ア．　南関 4場

南関東地区に所在する 4競馬場（大井競馬場、浦和競馬場、船橋競馬場、川崎競

馬場）の総称をいう。

イ．　他地区

南関 4場を除く地方競馬場又は主催者をいう。

なお、他地区所属馬が競馬に出走する際又は他地区所属騎手が競馬に騎乗する際

は、競走番組表の馬名又は騎手名に、競馬場の最初の一文字又は競馬場が所在する

道県の最初の一文字を付記する。

ウ．　ＪＲＡ

日本中央競馬会をいう。

なお、ＪＲＡ所属馬が競馬に出走する際又はＪＲＡ所属騎手が競馬に騎乗する際

は、競走番組表の馬名又は騎手名に、Jと付記する。

（２）　競走馬に関すること

ア．　出走申込馬

出走申込をすることができる馬は、出走する開催の初日に満 2歳から 9歳までで

あり、地方競馬全国協会の登録が完了している馬とする。なお、10 歳以上馬につ

いては、前年次に入着歴のあるＡ１級格付馬に限り、当該年次の資格を与える。

イ．　馬の年齢

馬の年齢は、満年齢等特に記載のない限り出生の年を 0歳とし、以後毎年 1月 1

日に 1歳を加えて数える。

ウ．　馬の性

牡馬、牝馬、騸馬（去勢）とし、騸馬は牡馬として取扱う。
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エ．　馬の区分

ア　外国産馬
出生地が日本国以外の馬をいい、当該馬が競馬に出走する際は、競走番組表の

馬名に、外◯と付記する。なお、出走資格等は２１の定めによる。

イ　転入馬
他地区又はＪＲＡの所属から南関 4場のいずれかに所属を変更しようとする馬

をいう。なお、資格等は２２の定めによる。

ウ　海外既走馬
日本国以外に在籍したことがあり、かつ、出走経歴を有する外国産馬をいい、

当該馬が競馬に出走する際は、競走番組表の馬名に、［外］と付記する。なお、出

走資格等は２１の定めによる。

エ　外国馬
（３）のエのアに出走するため、又は（３）のエのエにより開催執務委員長が
特に指定した競走に出走するために地方競馬登録を受けた馬をいい、当該馬が競

馬に出走する際は、競走番組表の馬名に、外□と付記する。
オ．　格付による馬の区分

ア　格付馬
１２の定めにより格付された馬をいう。

イ　未格付馬
１２の定めにより格付されない 3歳馬及び 2歳馬をいう。

ウ　非格付馬
次に掲げる馬をいう。

①　転入馬

②　馬登録抹消後、再登録を完了した馬

③　南関東番組編成会議により格付が抹消された馬

（３）　競走の種類に関すること

ア．　競走の意義に関するもの

ア　重賞競走
特別競走のうち、競走体系上特に重要な競走であって、別に定める競走をいう。

イ　準重賞競走
特別競走のうち、主に重賞競走の体系を補完するために実施される競走であっ

て、別に定める競走をいう。

ウ　特別競走
各編成区分における賞金、出走馬の質等の高い競走であって、競馬競走番組に

定めた競走をいう。

エ　特選競走
普通競走のうち一定条件を付した競走であって、競馬競走番組に定めた競走を

いう。

オ　選抜競走
編成馬が別に定める基準等により決定された競走をいう。
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カ　普通競走
ア〜オ以外の競走をいう。

イ．　出走資格に関するもの

ア　オープン競走
特に記載のない限り、クラス、賞金等の上限を定めない競走をいう。

イ　条件競走
クラス、賞金等の上限を定めた競走及び上限と下限を定めた競走をいう。

ウ　新馬競走
競走に出走したことがない馬（２歳未出走馬）に限った競走であって、競馬競

走番組に定めた競走をいう。

ウ．　格付に関するもの

ア　一般競走
１２の定めにより格付された馬による競走をいう。

イ　未格付競走
次に定める年齢別の競走の総称として用いる。

　①　3歳競走

…　3 歳馬のうち格付されない馬による競走をいう。なお、オープン競走及び競

馬競走番組に定められた格付馬の出走資格がある競走も含む。

　②　2歳競走

　2歳馬による競走をいう。

エ．　交流競走に関するもの

ア　国際競走
日本グレード格付け管理委員会（以下「格付け委員会」という。）により格付

される、ＪＲＡ所属馬、他地区所属馬及び外国馬が出走できる重賞競走をいう。

イ　指定交流競走
①　Ｊｐｎ格付重賞競走

…　格付け委員会により格付されるＪＲＡ所属馬及び他地区所属馬が出走できる

重賞競走をいう。

②　ダート交流重賞競走

…　格付け委員会における格付によらず、別に定めるＪＲＡ所属馬及び他地区所

属馬が出走できる重賞競走をいう。

③　ＪＲＡ交流競走

　ＪＲＡ所属馬が出走できる条件競走をいう。

④　その他の競走

…　前記①から③の交流競走当日に実施され、競馬競走番組で定めるＪＲＡ所属

騎手が騎乗できる競走をいう。

ウ　地方交流競走
他地区所属馬が出走できる競走をいう。

エ　その他交流競走
別途開催執務委員長が指定し、競馬競走番組に定める競走をいう。
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（４）　賞金算定に関すること

ア．　本賞金

競馬競走番組に定めた着内賞金額をいう。

イ．　収得賞金

当該馬が競走に出走して得た本賞金額又はその合計額をいう。

ウ．　番組賞金

当該馬が競走に出走して得た本賞金額について、１１及び２２の（３）に定める

方法により算定した額又はその合計額をいう。

エ．　番組賞金算定日

番組賞金の算定は、番組賞金算定日までに収得した賞金で、１１の定めにより算

定する。格付は、番組賞金算定日をもって、１２の定めにより決定する。

番組賞金算定日とは、競馬競走番組に特に記載のない限り、当該競馬の前々開催

最終日（南関 4場開催日割を基準とする）とする。ただし、前々開催・直前開催が

重複する場合又は前々開催・直前開催の開催間隔がない場合は、競馬競走番組に定

めた日とする。

（５）　負担重量の種類

ア．　定量

馬の年齢又は性により定めるものをいい、競馬競走番組に「定量」と記載する。

イ．　別定重量

馬の格、年齢、性、番組賞金の額、勝利度数、その他競馬競走番組で定める条件

により算出するものをいい、競馬競走番組に「別定」と記載する。なお、特に記載

しない場合についても別定重量として取扱う。

ウ．　ハンデキャップ（又はハンデ）

競走成績等を勘案し、番組編成委員が負担すべき重量を決定するものをいい、競

馬競走番組に「ハンデキャップ」又は「ハンデ」と記載する。

（６）　競走成績

地方競馬における競走成績は、地方競馬情報処理システムから出力された当該馬の競

走成績証明書に記載されたものとする。

ＪＲＡにおける競走成績は、ＪＲＡが発行した当該馬の競走成績証明書に記載された

ものとする。なお、障害競走の競走成績を含む。

外国の競馬における競走成績は、公認競馬団体が発行した競走成績証明書又はこれに

準ずる公認成績書に記載されたものとする。

６．出 走 申 込

（１）　申込日時

開催毎に発表する競馬競走番組による。

（２）　申込場所

東京都品川区勝島二丁目 1番 2号

特別区競馬組合競馬事務局競走課（大井競馬場）
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（３）　申込手続

次に掲げる書類に申込手数料 1頭につき 1,000 円を添えて申込まなければならない。

ア．　出走申込書

イ．　馬主登録証（写）

ウ．　馬登録証

エ．…　ＪＲＡにおいて登録されたことのある転入馬（未出走馬を含む。）はＪＲＡ発行

の競走成績証明書

オ．　委任状（調教師が代理人として申込む場合）

（４）　資　格

次に掲げる資格を有するサラブレッド系の馬とする。

ア．　５の（２）のアに該当する馬。

ただし、未出走馬（初回の競走で競走除外又は発走除外となった馬を含む。ただ

し、当該除外に伴い、再検査・出走停止等の処分・制裁等を受けたものは除く）に

ついては、3歳 12 月 31 日までに能力試験に合格し、4歳 3月 31 日までに出走でき

る馬でなければならない。

イ．…　競馬競走番組表に記載の出走申込条件を備えた馬及び非格付馬ならびにＡ級格付

馬

ウ．　競走馬預託契約書の写を提出した馬

エ．　馬の伝染性貧血検査証明書を提出した馬

（５）　欠格事項

次に掲げる一に該当する馬の申込を拒否する。

ア．　馴致調教不十分と認められる馬

イ．…　眼が正常でないと認められる馬。ただし、入厩後外傷により異常を生じたものに

ついては、調教試験等の審査に合格した馬はこの限りではない。

ウ．　競馬に参加して他の馬又は騎手に危険を及ぼすおそれがあると認められる馬

エ．　能力が著しく劣ると認められる馬

オ．　繁殖に供された馬

カ．　出走停止期間及び出走制限期間が当該競馬にかかっている馬

キ．…　傷害馬見舞金の支給期間が当該競馬の馬検査日にかかっている馬。ただし、支給

期間が、2ヵ月以上の場合で、馬検査日において支給期間が２／３以上を経過する

馬については、この限りではない。

ク．…　休養期間が１年以上（最終出走の翌日から起算し、当該競馬の前日まで）の馬。

ただし、事前に番組編成委員に申し出て馬登録の時効抹消を保留した馬、再登録が

完了した馬及び転入馬はこの限りではない。

ケ．…　再検及び出走停止処分を受けたまま、南関 4場間で所属場を変更した馬

コ．　鼻出血の発症馬で、その後未出走のまま南関 4場間で所属場を変更した馬

サ．　入厩済みでない転入馬、その他能力、調教試験対象馬（免除馬を含む）

シ．　入厩済みでない川崎、船橋、浦和所属馬

ス．　地方競馬主催者の賞金等の返還要求に応じない馬主の所有するすべての馬
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セ．…　民事執行法の規定による差押えを受けている馬及び民事保全法の規定による仮差

押えを受けている馬

ソ．…　その他、競馬の公正を害するおそれがあると認められる馬及び番組編成委員が特

に認めた馬

（６）　出走申込馬の制限

競馬競走番組に定める出走申込日において、下表に該当する番組賞金額のＣ３級格付

馬は、出走申込をすることができない。

年齢
1月〜 9月に出走申込時の

番組賞金額

10月〜 12月に出走申込時の

番組賞金額

４歳 ― 150 万円未満

５歳 150 万円未満 300 万円未満

６歳 250 万円未満 450 万円未満

７歳 350 万円未満 600 万円未満

８歳 450 万円未満 750 万円未満

９歳以上 550 万円未満 750 万円未満

なお、出走回数が、1月〜 9月に出走申込時の 5歳は 6回以下、6歳は 8回以下の馬、

また、10 月〜 12 月に出走申込時の 4歳は 6 回以下、5歳は 8 回以下の馬については、

出走申込制限の対象としない。

７．調教師の届出

（１）　届出日時

開催毎に発表する競馬競走番組による。

（２）　届出場所

東京都品川区勝島二丁目 1番 2号

特別区競馬組合競馬事務局競走課（大井競馬場）

（３）　届出手続

預託管理馬が出走申込をしたときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。

ただし、提出された調教師の届出書に係る馬について調教師の変更があった場合には、

新たに当該馬を管理することとなった調教師は馬検査日までに提出すること。

なお、調教師補佐及び大井競馬所属の新規調教師を 2名以上雇用する場合は、調教補

佐のため管理する馬を各自に分割して届出なければならない。

ア．　調教師の届出書

イ．　調教師免許証

ウ．　当該馬の調教師補佐に係る調教師補佐免許証

エ．　当該馬のきゅう務員に係る関東地方公営競馬協議会が交付したきゅう務員認定証

（４）　資　格

地方競馬全国協会の免許を受けた調教師
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８．騎 乗 申 込

（１）　申込日時

開催毎に発表する競馬競走番組による。

なお、交流競走等に係る騎乗申込については、別に定めた日時とする。

（２）　申込場所

東京都品川区勝島二丁目 1番 2号

特別区競馬組合競馬事務局競走課（大井競馬場）

（３）　申込手続

次に掲げる書類に申込手数料 1,000 円を添えて申込まなければならない。

ア．　騎乗申込書

イ．　騎手免許証

なお、当該開催までに免許交付が予定されている者については、最初の騎乗日ま

でに騎手免許証を提出するものとする。

（４）　資　格

地方競馬全国協会の免許を受けた騎手で、南関 4場所属騎手とする。

ただし、当該開催までに免許交付が予定されている者、交流競走等、当該競走当日の

指定した競走に騎乗予定の騎手及び「南関東 4競馬場における他地区地方競馬所属騎手

及び外国人騎手の交流騎乗について」に定めた騎手については、この限りではない。

（５）　申込の拒否

競馬の公正を確保するため必要と認めるときは、騎乗申込又は騎乗を拒否することが

ある。

（６）　申込者の義務

ア．…　大井所属騎手は、当該開催の前日に点呼・訓示を受けるとともに、競走前日の午

後 4時から騎手調整ルームに入室すること。

イ．…　川崎・船橋・浦和所属騎手は、指定された日に点呼・訓示を受け、競走前日の午

後 4時から自宅待機すること。

ウ．　交流競走等に騎乗するＪＲＡ、他地区及び外国人騎手は、別に定める。

（７）　減量騎手の取扱い

ア．　負担重量軽減の適用

新規免許騎手が競走に騎乗するときは、その負担重量を期間又は勝利数により次

のとおり減量する。

ただし、騎手免許を受け騎乗経歴のある騎手は適用しない。

ア　期　間
①　新規免許の日から 1年未満の者… ３kg

②　新規免許の日から 1年以上 2年未満の者… ２kg

③　新規免許の日から 2年以上 3年未満の者… １kg



—…12…—

イ　勝利数
①　新規免許の日から 10 勝未満の者… ３kg

②　新規免許の日から 25 勝未満の者… ２kg

③　新規免許の日から 50 勝未満の者… １kg

　なお、この適用を受けている騎手は、次のような印で示す。

　３kg減量騎手　▲印　　２kg減量騎手　△印　　１kg減量騎手　☆印

…　また、イにより減量の変更を行った場合においても、アの適用期間は変更し
ない。

イ．　重賞競走及び準重賞競走の騎乗

ア　南関東重賞（ＳⅡ・ＳⅢ）競走及び準重賞競走には騎乗できる。
イ�　南関東重賞（ＳⅠ）競走（主催者が特に定めるＪｐｎⅡ及びＪｐｎⅢ競走を含
む。）については、騎乗申込み時に、１kg 適用の減量騎手が勝利度数 31 回以上

の場合に限り騎乗できる。

ウ　重賞競走及び準重賞競走騎乗に際しては、負担重量の軽減は行わない。
エ　重賞競走及び準重賞競走騎乗後、負担重量の軽減を継続する。

ウ．　減量の変更と解除

ア　減量の変更は、期間又は勝利数のいずれかの条件を満たしたときに適用する。
イ　アの実施は次のとおりとする。
　①　期間によるもの

　…減量期間満了が競馬開催中のものについては、当該競馬開催終了までアのア
を適用する。

　②　勝利数によるもの

　…減量変更の条件を満たした開催を基点開催とし、当該基点開催から 2開催目

からとする。

ウ　基点開催が分割開催又は競合開催のときは、あらためて協議決定する。
エ　１kg適用の減量騎手から減量解除の申請があった場合は、減量を解除する。

減量解除を申請する騎手は、騎乗申込の際に所属調教師と連名で騎乗申込をす

る主催者に減量解除の届出を提出する。

なお、減量解除の申請を受理した主催者は、関東地方公営競馬協議会にその旨

を通知する。

オ　減量を解除した騎手は、その後の減量はしない。
付　則

⑴　この取扱いは、平成 11 年 4 月 1 日から適用する。
⑵�　この取扱いの改正前に減量の適用を受けている騎手は、改正前の「南関東地区
減量騎手の取扱い（昭和 59 年 4 月 1 日施行、平成 9年 4月 1日一部改正）」によ

る減量の適用を受けるものとする。

ただし、重賞競走及び準重賞競走の騎乗については、今回改正分を適用するも

のとする。また、減量の解除についてはウ−エを準用する。
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９．能力、調教試験

（１）　試験日時

開催毎に発表する競馬競走番組による。

（２）　試験場所

大井競馬場

（３）　受験手続

出走申込に係る馬が（４）に該当する場合は、試験日の 3日前までに能力、調教試験

受験申請書を提出すること。

なお、補助具を使用する場合は、申請書に記入すること。

（４）　受験馬

次に掲げる一に該当する馬は、能力、調教試験を受験し、合格しなければ当該競馬に

出走することができない。ただし、エ、カ、キ、コ、サ、シに該当する馬で川崎、船橋

又は浦和競馬場において、当該競馬の第１日目の６日前までに合格した馬はこの限りで

ない。

ア．　大井在厩未出走の２・３歳馬（能力試験）

イ．　能力試験合格後、未出走で他の３場から転厩した２・３・４歳馬（調教試験）

ウ．　能力試験合格日の翌日から１年以上経過した未出走の３・４歳馬（再能力試験）

エ．…　南関 4場のいずれかで、発走又は競走調教不十分等のため出走停止処分を受けた

馬（再調教・再発走試験）

オ．　鼻出血の発症により出走制限を受けた大井在厩馬（調教試験）

カ．　再検馬（再発走試験）

なお、発走再検を命ぜられた事象が、競馬場及び走路等の特性に起因すると認め

られる場合は、試験の方法等を変更する場合がある。

キ．　再検馬（再調教試験）

注　…大井競馬場で調教再検を命ぜられた馬は、川崎・船橋・浦和競馬場の何れ

かで受験し合格した場合であっても、大井の試験に合格しなければ、大井

競馬に出走することができない。

　　…また、川崎・船橋・浦和競馬場で調教再検を命ぜられた馬は、大井競馬場

で受験し合格した場合であっても、川崎・船橋・浦和の何れかの試験に合

格しなければ、大井以外の競馬に出走することができない。

なお、調教再検を命ぜられた事象が、競馬場及び走路等の特性に起因すると認め

られる馬は、試験の方法等を変更する場合がある。また、当該馬が再検を指定され

た場以外で受験し合格した場合、再検を指定された場以外の競馬には出走すること

ができるが、再検を指定された場の競馬に出走するためには、指定場で受験し合格

しなければならない。

ク．…　休養期間が 1年以上（最終出走の翌日から起算し、当該競馬の前日まで）の大井

在厩馬。（総合調教試験）

ただし、頭数制限を受けた馬は期間を延長することがある。

また、当該競馬の第 1日目から起算して 6ヵ月以内に調教試験、再発走試験、再

調教試験のいずれかに合格した馬はこの限りではない。
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ケ．…　能力試験合格日の翌日から 6ヵ月以上経過した未出走の 2・3・4 歳馬（調教試

験）

コ．…　休養期間が 6ヵ月以上（最終出走の翌日から起算し、当該競馬の前日まで）の

馬。ただし、頭数制限を受けた馬は期間を延長することがある。（調教試験）

サ．…　川崎・船橋・浦和競馬場のいずれかで総合調教試験に合格し、未出走のまま転厩

した大井在厩馬（総合調教試験）

シ．…　転入馬

ア�　休養期間が 1年以上（最終出走の翌日から起算し、当該競馬の前日まで）の大
井在厩馬（総合調教試験）

イ�　休養期間が 1年未満（最終出走の翌日から起算し、当該競馬の前日まで）の馬
（調教試験）

ウ�　休養期間が 1年未満（最終出走の翌日から起算し、当該競馬の前日まで）の馬
で、次に掲げる一に該当する馬

　①　当該競馬の前日から起算し、6ヵ月以内に再検を命ぜられた馬（調教試験）

　②　転入前の最終出走の際、発走において注意の処分を受けた馬（調教試験）

　③　…転入前の最終出走において、タイムオーバー又は能力不足となった馬（再調

教試験）

　④　…当該競走の前日から起算し、1年以内に出走停止処分を受けた馬（再調教試

験）

ス．…　番組編成委員・裁決委員・発走委員が指示した馬（再調教・再発走・調教・総合

調教試験）

（５）　受験の免除

（４）のシのイに掲げる転入馬において、転入前の最終出走の翌日から起算し、当該
競馬の前日までに 6ヵ月を経過しない馬は、出走申込時の申請により調教試験の受験を

免除できる。この際、当該競馬に出走しないことにより免除の有効期間が失効した場合

は、調教試験を受験しなければならない。ただし、頭数制限を受けた馬は期間を延長す

ることがある。

なお、免除申請をせずに調教試験を受験し不合格となった馬は、免除の有効期間に係

わらず、調教試験を受験しなければならない。

（６）　欠格事項

次に掲げる一に該当する馬の受験を拒否する。

ア．　出走停止処分を受けた馬でその停止期間が１／２を経過しない馬

イ．　鼻出血の発症により出走制限を受けた馬でその制限期間が２／３を経過しない馬

ウ．　再検馬で再検を指示された日の翌日から 10 日を経過しない馬

エ．　能力、調教試験不合格馬で不合格になった翌日から起算して 6日を経過しない馬

オ．　出走申込時に入厩済みでなかった馬

カ．　番組編成委員・裁決委員・発走委員が指定した馬
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（７）　能力・調教試験距離

2 歳
3 歳

4 歳以上
1月〜3月上旬 3月中旬〜8月 9 月〜 12 月

能力・調教試験 800 800 1,000 1,200 1,200

（単位ｍ）

（８）　能力・再能力・再調教・再発走・総合調教試験制限タイム

種別　…　距離別 800 ｍ 1,000 ｍ 1,200 ｍ 1,400 ｍ 1,500 ｍ

サラブレッド系
……分　秒　

　　５４．０
……分　秒　

１．０８．０
……分　秒　

１．２２．５
……分　秒　

１．３５．０
……分　秒　

１．４２．５

（９）　調教試験制限タイム

種別　　…距離別 800 ｍ 1,000 ｍ 1,200 ｍ 1,400 ｍ 1,500 ｍ

サラブレッド系
……分　秒　

　　５６．０
……分　秒　

１．１０．０
…分　秒　

１．２４．０
…分　秒　

１．３８．０
……分　秒　

１．４５．０

　ただし、タイム上合格しても次のいずれかに該当する馬は不合格とする。

ア．　馴致調教不十分と認められる馬

イ．　鼻出血（外傷性のものを除く。）を発症した馬

（10）　合格馬の有効期間

6 ヵ月間とする。（合格日の翌日から起算）

（11）　総合調教試験

ア．　受験資格馬

休養期間が１年以上（最終出走の翌日から起算し、当該競馬の前日まで）の馬。

ただし、馬登録の時効抹消を保留した馬、再登録が完了した馬及び転入馬に限る。

イ．　受験競馬場

その馬が所属する競馬場とする。

ウ．　合格馬の措置

総合調教試験合格馬は原則として、合格時の所属競馬場において出走しなければ

南関東他の 3場の出走はできない。ただし、南関東他の 3場の総合調教試験に合格

したＡ級格付馬で番組編成委員が特に認めた場合はこの限りではない。

１０．馬　検　査

（１）　検査日時、場所

開催毎に発表する競馬競走番組による。

（２）　検査馬

出走申込馬で当該競馬に出走させる馬。

（３）　検査事項

ア．　外貌検査

イ．　歩様検査

ウ．　その他必要と認められること
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（４）　欠格事項

次に掲げる一に該当する馬は馬検査を受けることができない。

ア．　６の（４）に該当しない馬、６の（５）及び（６）に該当する馬

イ．…　疾病などにより出走を取り消した馬及び競走を除外された馬で、馬検査日がその

診断書の診断期間にかかる場合

ただし、番組編成委員が認めた場合はこの限りではない。

ウ．　出走申込後、転厩し、出走申込条件に該当しない馬

エ．　当該競馬の前日から起算して、10 日前までに入厩済みでなかった馬

１１．番組賞金の算定
番組賞金の算定は、番組賞金算定日までに収得した 1着から 5着までの着内賞金とす

る。

なお、３歳以上の競走で、１着賞金 5,000 万円を超える場合の１着馬の番組賞金は、

5,000 万円とする。（他地区地方競馬競走を含む）

ただし、下表の競走は１着から５着までの着内賞金に表中においてそれぞれの競走に

対応する率を乗じた額（千円未満切捨）をもって番組賞金とする。

また、勝馬確定後に失格及び着順変更があった場合は、変更後の着内賞金で算定する。

競　　　　走　　　　名 率

1 ２、３歳馬の１着賞金 700 万円以上 1200 万円未満の競走 80%

2 ２、３歳馬の１着賞金 1200 万円以上 2000 万円未満の競走 70%

3 ２、３歳馬の１着賞金 2000 万円以上の競走 60%

4 Ｂ、Ｃ級条件の１着賞金 500 万円以上の競走 60%

5 ＪＲＡが実施する指定交流競走 60%

6
他地区で実施するダートグレード競走
（２、３歳馬の競走に限る）

60%

※…１・２・３・４については、南関東地区の競走に限る。

※…２については、平成 18 年 12 月 31 日以前の競走は 60％とする。

※…６については、平成 15 年１月１日以降の競走に限る。

※…４については、平成 27 年 3 月 31 日以前の競走は「1着賞金600万円以上の特殊

競走（騎手招待競走等）」とする。

１２．格　　　付

（１）　格付基準

格付は、別表の格付基準表により番組賞金算定日までの番組賞金額をもって番組編成

会議において決定する。

なお、勝馬確定後に失格及び着順変更があった場合は、変更された番組賞金による。

（２）　格付時期

３・４歳馬は、概ね下表の時期において格付する。

………………年齢

種別……月

3　　歳 4　歳

2 3 4 5 6 7 10 1

サラ Ａ 1級 Ａ 2級 Ｂ 1級 Ｂ 2級 Ｂ 3級 Ｃ 1級 Ｃ 2級 Ｃ 3級
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（３） 格付制限

番組賞金額が下表に該当する馬はＣ３級に格付しない。

年齢・時期 番組賞金額

４歳…３月末日 …20 万円未満

４歳 12 月末日 …80 万円未満

５歳 12 月末日 160 万円未満

６歳以上 12 月末日 240 万円未満

格付基準表
… １月〜６月… ７月〜 12 月
馬齢
格

3 歳 4 歳 5 歳 6 歳 7 歳 8歳以上
馬齢
格

3 歳 4 歳 5 歳 6 歳 7 歳 8歳以上

A1 2,500 3,100 3,800 4,900 5,500 6,000 A1 2,700 3,300 4,400 5,000 5,700 6,000

A2 1,600 2,000 2,600 3,100 3,600 4,000 A2 1,700 2,200 2,700 3,200 3,800 4,000

B1 1,200 1,500 2,000 2,400 2,900 3,200 B1 1,300 1,600 2,100 2,500 3,000 3,200

B2 900 1,100 1,500 1,800 2,200 2,500 B2 1,000 1,200 1,600 1,900 2,300 2,500

B3 600 800 1,100 1,400 1,800 2,000 B3 700 900 1,200 1,500 1,900 2,000

C1 500 800 1,100 1,500 1,600 C1 400 600 900 1,200 1,500 1,600

C2 200 500 … 800 1,200 1,300 C2 ※ 200 300 600 900 1,200 1,300

C3
＊
200未満

500未満
80以上

800未満
160以上

1,200未満
240以上

1,300未満
240以上 C3 300未満

20以上
600未満
80以上

900未満
160以上

1,200未満
240以上

1,300未満
240以上

＊ 4月以降は 20 以上 200 未満… （単位：万円）… ※ 10月より適用する。　　　　　（単位：万円）

１３．競 走 番 組
開催毎に発表する競馬競走番組による。ただし、やむをえない事由により競走条件そ

の他を変更することがある。

１４．負 担 重 量
未格付競走及び一般競走（クラス混合競走を含む）については、番組賞金算定日まで

に収得した 1着から 5着までの着内賞金の合計をもって次のとおり取扱うものとする。

ただし、競馬競走番組で別に定める競走については、この限りではない。

（１）　２歳競走

（９月 30 日までに初日を迎える開催）

基準重量を牡馬 54kg、牝馬 54kg とし、番組賞金額により次のとおり加増する。

400 万円につき… １kg

（10 月 1 日以降に初日を迎える開催）

基準重量を牡馬 55kg、牝馬 54kg とし、番組賞金額により次のとおり加増する。

400 万円につき… １kg
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（２）　３歳競走

（６月 30 日までに初日を迎える開催）

基準重量を牡馬 56kg、牝馬 54kg とし、番組賞金額により次のとおり加増する。

600 万円につき… １kg

（７月１日以降に初日を迎える開催）

基準重量を牡馬 56kg、牝馬 54kg とし、成績により加増することがある。

（３）　一般競走

基準重量を牡馬 56kg、牝馬 54kg とし、成績により加増することがある。

（４）　３歳馬の負担重量の減量

一般（混合）競走の基準重量から、3歳馬は下表のとおり減量する。また、同一開催

で、開催初日と他の日の月が異なる場合は、開催初日が含まれる月の減量を適用する。

ただし、南半球産の３歳馬については（９）を併用する。

… （単位：kg）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月

4 4 3 3 2 2 1 1 1 ― ― ―

（５）　二階級三階級のクラス混合競走基準重量

性別　…………クラス 最上級 一階級下 二階級下

牡 ５７ ５５ ５３

牝 ５５ ５３ ５１

ただし、成績等により加増・変更することがある。

（６）　四階級のクラス混合競走基準重量

性別　…………クラス 最上級 一階級下 二階級下 三階級下

牡 ５８ ５６ ５４ ５２

牝 ５６ ５４ ５２ ５０

ただし、成績等により加増・変更することがある。

（７）　勝得馬に対する加増

ア．　未格付競走で、番組賞金算定日後に出走し、１着を得た馬は１kg加増する。

イ．　一般競走で、番組賞金算定日後に出走し、１着を得た馬は以下の通り加増する。

　　　特別競走勝馬　・昇格予定馬　２kg加増

　　　　　〃　　　　・未昇格馬　　１kg加増

　　　普通競走　　　　　　　　　　１kg加増

ウ．… …ＪＲＡ又は他地区における交流競走で、番組賞金算定日後に出走し、1着を得た

馬は２kg加増する。

（８）　特別競走登録が可能な競走の取扱い

※２３．特別競走登録制度　参照



—…19…—

ア．　未格付競走

（１）〜（２）及び（７）のア及びウを適用する。

イ．　一般競走

（３）〜（６）及び（７）のイ及びウを適用する。

自己の格より上位の競走に出走する場合、最下級の負担重量より２kg減とする。

（９） 南半球産馬の負担重量の減量

基準重量から、下表のとおり減量する。
（単位：㎏）

距　　離 馬齢 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月

1,600m以下

2歳 3 3 3 3 3 3

3 歳 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

4 歳 1 1 1 1 1 1 − − − − − −

1,600m超

2,400m未満

2歳 3 3 3 3 3 3

3 歳 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 歳 1 1 1 1 1 1 1 − − − − −

2,400m以上

2歳 4 4 4 4 4 4

3 歳 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

4 歳 1 1 1 1 1 1 1 1 − − − −

※１　7月 1日から 12 月 31 日までの間に南半球で出生した馬に適用する。

※２　…同一開催で、開催初日と他の日の月が異なる場合は、開催初日が含まれる月の

減量を適用する。

１５．引き付け、検量、集合及び発走の時刻
⑴　開催毎に発表する競馬競走番組による。
⑵�　出走投票の結果、取り止めとなった競走があったとき、また、その他の事由により
時刻を変更することがある。

⑶�　指定交流重賞競走、東京ダービー競走等実施日については別に定め、開催毎に発表
する競馬競走番組によるものとする。

夜間開催

競走
番号

区分

12R制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11R制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10R制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

馬の装あ
ん所引付

14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:45 19:20 19:55

騎 手 の
前検量所
集　　 合

13:30

〜

14:20

14:00

〜

14:50

14:30

〜

15:20

15:00

〜

15:50

15:30

〜

16:20

16:00

〜

16:50

16:30

〜

17:20

17:00

〜

17:50

17:35

〜

18:20

18:10

〜

18:55

18:45

〜

19:30

19:20

〜

20:05

騎手の下
見所集合

14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:10 19:45 20:20

発　　 走 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:05 19:40 20:15 20:50
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昼間開催

競走
番号

区分

12R制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11R制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10R制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

馬の装あ
ん所引付

10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:45

騎… 手… の
前検量所
集　　 合

9:30
〜

10:20

10:00

〜

10:50

10:30

〜

11:20

11:00

〜

11:50

11:30

〜

12:20

12:00

〜

12:50

12:30

〜

13:20

13:00

〜

13:50

13:30

〜

14:20

14:00

〜

14:50

14:35

〜

15:20

15:10

〜

15:55

騎手の下
見所集合

10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:10

発　　 走 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:05 16:40

１６．出 走 投 票

（１）　投票日時

当該競走の２日前（前々日）、９時 00 分から 10 時 00 分まで。ただし、特に定める競

走は、開催毎に発表する競馬競走番組による。

（２）　投票場所

東京都品川区勝島二丁目 1番 2号

特別区競馬組合競馬事務局競走課（大井競馬場）

（３）　投票手続

出走投票用紙に所要事項を記載のうえ、投票しなければならない。なお調教師を代理

人として投票するときは、その委任状を提出すること。（出走申込時）

（４）　資　格

次に掲げる馬とする。

ア．　馬検査に合格した馬

イ．　各競走の出走条件を満たした馬

ウ．　予備登録を必要とする競走は予備登録を完了した馬

（５）　欠格事項

次に掲げる一に該当する馬の投票を拒否する。

ア．　健康に支障があり又は調教が十分でないと認められる馬

イ．…　鼻出血の発症馬で調教試験合格後自場を出走しなかった川崎、船橋、浦和在厩馬

及び、未出走のまま南関 4場間で所属場を変更した馬。ただし、番組編成委員が特

に認めた馬はこの限りではない。

ウ．…　発走練習指定馬に指定された馬で、その後発走委員の癖矯正の確認を受けていな

い馬

エ．…　番組賞金算定日後、出走取消または競走除外となった馬。ただし、開催執務委員

長が特に認めた馬はこの限りではない。

オ．…　当該競馬（３日以上重複した開催を含む）に１競走出走した馬（頭数制限を受け
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た馬を含む）及び開催にかかわらず、出走投票以降に他の競走に出走しようとする

馬

カ．　１日または２日重複した開催において、同一日に重複投票された馬

キ．…　馬検査日以降に転厩した馬及び馬検査日までに性変更又は馬名変更の手続が完了

していない馬。ただし、開催執務委員長が特に認めた馬はこの限りではない。

ク．　出走停止期間及び出走制限期間が当該競馬にかかっている馬

ケ．…　総合調教試験に合格し、自場を出走しなかった川崎、船橋、浦和在厩馬。ただし、

番組編成委員が特に認めた馬はこの限りではない。

コ．　地方競馬主催者の賞金等の返還要求に応じない馬主の所有するすべての馬

サ．…　民事執行法の規定による差押えを受けている馬及び民事保全法の規定による仮差

押えを受けている馬

シ．　競馬の公正を確保するため拒否する必要があると認められる馬

（６）　競走の種類及び出走可能頭数

競走の種類 出走可能頭数

重賞・準重賞 16　頭

オープン特別 16　頭

その他特別 16　頭

特　　　選 14　頭

選　　　抜 14　頭

普　　　通 14　頭

※　ただし、開催執務委員長が指定した競走を除く

（７）　頭数制限

ア．　出走すべき馬の決定方法

出走投票の頭数が出走可能頭数を超えた場合は、次のとおり優先出走、及び抽せ

ん等により 16 頭又は 14 頭（開催執務委員長が指定した競走は、指定した頭数）に

制限し出走すべき馬を決定する。

ア　出走馬の優先順位（ＪＲＡ所属馬、他地区所属馬及び外国馬は別に定める）

競走の種類
優先順位

対象となる競走
１ ２ ３ ４

a.…国際競走 選定馬 補欠順位 東京大賞典＊

b.…指定交流重賞競走 選定馬 補欠順位 東京スプリント＊

帝王賞＊

ジャパンダートダービー＊

東京盃＊

レディスプレリュード＊

ＪＢＣクラシック＊

ＪＢＣスプリント＊

ＪＢＣレディスクラシック＊

ＴＣＫ女王盃＊

c.…地方交流重賞競走 選定馬 補欠順位 東京記念
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d.……２・３歳馬の地方

交流重賞競走

優先出走馬 番組賞金 大井在厩馬 黒潮盃

東京 2歳優駿牝馬＊

e.……２・３歳馬の重賞

及び準重賞競走

優先出走馬 番組賞金 大井在厩馬 ゴールドジュニアー

ハイセイコー記念＊

桃花賞

雲取賞

京浜盃＊

羽田盃＊

東京プリンセス賞＊

東京ダービー＊

優駿スプリント＊

スターバーストカップ

f.……ハンデキャップ…重

賞・準重賞競走

優先出走馬 クラス 負担重量

（注 1）

大井在厩馬 サンタアニタトロフィー＊

g.…その他の重賞競走 優先出走馬 1年以内の

重賞勝馬

（注 2）

クラス 大井在厩馬 大井記念＊

アフター５スター賞＊

マイルグランプリ＊

勝島王冠＊

東京シンデレラマイル＊

金盃

フジノウェーブ記念＊

h.……その他の準重賞競

走

優先出走馬 1年以内の

重賞勝馬

（注 2）

クラス 大井在厩馬

　　＊優先出走がある競走

（注 1）負担重量とは、当該馬の負担重量に牝馬、3歳馬及び南半球産馬の負担重量の
減量に相当する重量を加えて得た重量の大きいものから優先出走を認める。

（注 2）「1年以内の重賞勝馬」の「1年以内」とは、前年の当該重賞競走実施日から
起算する。ただし、当該重賞競走の施行時期が変更され、対象となる期間が 10 ヶ
月に満たない場合は、前年の同時期に実施された競馬開催の第 1日から起算する。
また、「重賞」とは、ＪＲＡ、ダートグレード及び南関東の重賞競走とする。

イ�　上表に記載する d. 〜 h. の競走において、優先順位同位の馬が抽せんの対象と
なった場合は、直近 1年以内の成績かつ前 5走がすべて 6着以下の馬（ＪＲＡ、

ダートグレード及び南関東以外の競走はすべて 6着以下とみなす）が最初に頭数

制限の対象（優先除外）となる。ただし、総合調教試験、調教試験（鼻出血によ

る調教試験は除く）合格後の最初の出走となる馬及び南関東転入後初出走となる

馬は、頭数制限の対象（優先除外）としない。また、優先除外対象馬が除外頭数

を超えた場合は、抽せんする。

ウ　上表に記載のない種類の競走は、抽せんする。
エ�　ウは、大井在厩馬を最優先する。ただし、一般競走においては当該馬のクラス、
未格付競走においては当該馬の番組賞金条件の競走がある場合は、この限りでは

ない。
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オ�　エによって大井在厩馬が頭数制限の対象となった場合の取扱いは、イの定めに
よる。

カ　クラス及び番組賞金は、当該競馬における編成時のものとする。
キ　招待騎手が騎乗する馬は優先することがある。
ク　ウで抽せんによる場合、番組編成委員が認めた馬は、優先することがある。

イ．　出走できる馬の決定方法

出走投票の結果、大井在厩馬が頭数制限の対象となった場合、次のとおり取扱う。

ア　対象となる競走
重賞・準重賞を除くすべての競走

ただし、別に定めのある競走、あらかじめ出走馬を選定する競走を除く。

イ　優先出走
①…　優先順位 1位：前 3開催（大井）に頭数制限（（１０）ア．に相当する場合

は除く）を受けた馬（ただし、（１０）ア．の対象となる場合は優先しない）

②…　優先順位 2位：前走で、ＪＲＡ、南関東地区の競走において 3着以内の馬

③…　優先順位 3位：前 3走以内にＪＲＡ、南関東地区の競走において 1着を得た

馬

④…　優先順位 4位：前 3走以内にＪＲＡ、南関東地区の競走において 3着以内を

得た馬

⑤…　優先順位 5位：

ａ…．総合調教試験、調教試験（鼻出血による調教試験は除く）合格後最初の出

走となる馬

ｂ…．南関東転入後、最初の出走となる馬

ｃ．初出走の馬

ウ　最初に頭数制限の対象となる馬（優先除外）
①　優先順位 1位：前 3走がすべて 10 着以下の馬

②　優先順位 2位：前 3走がすべて 8着以下の馬

③　優先順位 3位：前 3走がすべて 6着以下の馬

優先除外対象馬が除外頭数を超えた場合は、抽せんする。

※競走中止は 10 着以下としてみなす。

※…（１０）ア．の頭数制限の対象となる場合は、前 3走内で（１０）ア．の頭

数制限を受けた 6着以下の競走を 5着としてみなす（出走取消、競走除外の

場合も含む）。

ウ．　抽せん等にもれた馬の取扱い

ア�　当該馬のクラス（番組賞金条件）の競走がある場合は、頭数制限を受けた馬と
して取扱わない。

イ　同一日に同条件競走がある場合は（１０）によるものとする。

（８）　騎乗の制限

ア．　騎乗回数

同一騎手が 1日に連続して騎乗する回数は 6回以下、1日に騎乗する回数は 8回

以下とする。ただし、交流重賞競走に騎乗予定の他地区所属騎手は「南関東 4競馬

場における他地区地方競馬所属騎手の交流騎乗について」による。
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なお、レース変更等に伴う連続騎乗はこの限りではない。

また、1日に 2場での騎乗はできない。

イ．…　重賞競走及び交流競走に騎乗の南関東地区所属以外の騎手が 1日に連続して騎乗

する回数、1日に騎乗する回数は、「南関東 4競馬場における他地区地方競馬所属

騎手の交流騎乗について」による。ただし、減量騎手の負担重量の軽減は行わな

い。

ウ．…　出走投票した後に騎乗変更した騎手は、その理由によっては、その後の騎乗を拒

否することがある。

（９）　競走の取り止め及び順序の変更

ア．…　出走投票の結果が 4頭以下の場合は、その競走を取り止めとし、その代替の競走

は編成しない。ただし、同一日に同条件の競走がある場合は（１０）による。

また、競走の分割に該当する競走がある場合は（１１）によるものとする。

イ．　出走投票の結果によって、競馬競走番組に定めた競走順序を変更することがある。

（１０）　同条件競走（距離、賞金等の異なる選択競走も含む）の取扱い

同一日に同条件競走として、2競走以上実施する場合は、出走投票の結果により次の

とおり取扱う。

また、同一日以外の同条件競走が 4頭以下になる場合は、他の日の同条件競走の編成

馬から繰り入れることがある。

ア．　抽せん等にもれ頭数制限を受けた場合

出走可能頭数に満たない同条件競走（他の日の同条件競走も含む）がある場合は、

頭数制限を受けた馬を抽せん等によりその競走に出走投票したものとみなす。

また、この結果イのウ、ウ、エに該当する場合はそれぞれの定めによる。
イ．　４頭以下の場合

ア　両方が４頭以下の場合
合わせて一競走に出走投票したものとみなす。

イ　一方が４頭以下で、かつ他方と合わせて９頭以下の場合
当該４頭以下の馬を他方の同条件競走に出走投票したものとみなす。

ウ　一方が４頭以下、他方が出走可能頭数以下で、両方合わせて 10 頭以上の場合
他方の同条件競走に出走投票した馬を、抽せん等により当該競走に出走投票し

たものとみなす。この場合において、当該競走の頭数は、他方の同条件競走の頭

数を上回らないものとする。

また、この結果ウ、エに該当する場合はそれぞれの定めによる。

エ�　上記のア�イにかかわらず、競走数確保のため必要がある場合は、３以上の同
条件競走のうち、出走頭数が５頭を超える競走の超えた頭数を抽せん等により投

票数が５頭に満たない競走に投票したものとみなすことがある。これにより頭数

が増える競走は、他の同条件競走の頭数を上回らないものとする。

ウ．　５頭以上８頭未満の場合

他方の同条件競走の出走投票数が９頭以上で出走可能頭数以下の場合には、８頭

を超えた数の馬を抽せん等により当該競走に出走投票したものとみなすことができ

る。
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なお、この結果、当該競走は 8頭を超えないものとする。

ただし、エに該当する場合は、その定めによる。

エ．　８頭の場合

当該競走を８頭とする。

ただし、他方の同条件の出走投票数が 10 頭以上で出走可能頭数以下の場合で、

開催執務委員長が認めた場合は、1頭の馬を抽せん等により当該競走に出走投票し

たものとみなすことができる。

（１１）　競走の分割

出走投票の結果、競走の取り止めがあったとき、次に掲げる一に該当する競走がある

場合、その競走を抽せんにより分割することがある。

ただし、開催執務委員長が特に必要と認めた場合は、前日前売発売を実施する重賞競

走当日に限り、下記のア、イ、ウに関わらず、その競走を抽せんにより分割することが

できる。

ア．…　普通競走で出走投票数が 15 頭以上の場合。ただし、分割した他方の競走との出

走投票数の差が 1頭を超えないものとする。

イ．…　特別競走（Ｂ級以上の競走を除く）で出走投票数が 15 頭以上の場合。ただし、

分割した他方の競走との出走投票数の差が 1頭を超えないものとする。

ウ．…　距離が同じ同条件の普通競走で合併後分割したとき、各競走が８頭以上となる場

合。

ただし、開催執務委員長が特に必要と認めた場合は、距離が異なる同条件競走で

あっても、各競走が８頭以上となることを原則として、番組編成委員が分割するこ

とができる。この際、各競走の出走投票数は（１０）により他方の同条件競走に出

走投票したものとみなすことができる。

上記に該当する競走が 2競走以上ある場合は、番組編成委員が分割する競走を指

定する。

また、ア〜ウの分割競走の着内賞金額及び競走条件（距離は含まない）は同一と

する。

１７．蹄　　　鉄
⑴�　蹄鉄を使用しない馬は競走に出走できない。ただし、装鞍所集合以降に落鉄し再
装蹄不能な馬についてはこの限りではない。

⑵�　別紙「南関東地区の競走に使用許可する蹄鉄の取扱い基準」に定めるところによ
る。

１８．補　助　具
別紙「南関東地区で使用可能な補助具の取扱い基準」に定めるところによる。

なお、補助具等の使用を必要とする場合は「補助具等使用申請書」を提出すること。

１９．出走の制限
ア．…　競走の結果、次に示す制限タイムを超えた馬及び制限タイムの記載のない距離の

競走で著しく遅れて入線した馬は、一定期間出走を拒否することがある（能力不足）。

出走拒否期間　　２歳馬：３開催　　３歳以上：５開催
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種別　…
　距離別 800 ｍ 1,000 ｍ 1,200 ｍ 1,400 ｍ 1,500 ｍ 1,600 ｍ

サラブレッド系
……分　秒　

　　５５．０
……分　秒　

１．０９．０
……分　秒　

１．２３．０
……分　秒　

１．３７．０
……分　秒　

１．４４．０
……分　秒　

１．５１．０

※　特別指定競走（オープン競走を除く）の制限タイム

…　当該競走の出走頭数が９頭以上の場合は８着馬の走破時計から、８頭以下の場

合は５着馬の走破時計から、ＪＲＡのタイムオーバーの基準を適用する。

イ．…　出走取消をした馬、競走除外された馬については、その理由によっては、その後

の出走を拒否することがある。

ウ．…　装あん所引付以降に鼻出血（内因性による）を発症した馬は、発症した日の翌日

から起算して、１回目は 30 日間、２回目は 60 日間、３回目以上は 90 日間出走を

制限する。

なお、原則として鼻出血発症馬は所属場において調教試験に合格し、所属場にお

いて出走しなければ南関東他の３場の出走はできない。ただし、南関東他の３場の

調教試験に合格したＡ級格付馬で、番組編成委員が認めた場合はこの限りではない。

エ．…　薬物陽性馬のうち、アナボリックステロイドで出走停止を受けた馬は、当該処分

を受けた日の翌日から起算して 60 日間出走を制限する。ただし、自主検査を受け、

体内に残留していないことが証明され、出走停止期間を満了した馬はこの限りでは

ない。

２０．理化学検査
到達順位が第 2位までの馬及び裁決委員が指定した馬については、理化学検査を受け

なければならない。

２１．外国産馬の出走資格等

（１）　出走資格

外国の競走に出走したことのない馬とする。なお、出走申込時に輸出国の競馬統括団

体の発行する外国の競走に出走したことのない旨の証明書（写でも可）を提出しなけれ

ばならない。

ただし、地方競馬全国協会又はＪＲＡの登録馬で外国の競走に遠征出走した馬、転入

手続きが完了した海外既走馬及び交流競走の出走予定馬で、所属主催者における出走資

格を満たしている馬はこの限りではない。

（２）　欠格事項

ア．　繁殖に供された馬

イ．　競馬の公正を害するおそれがあると認められる馬

２２．転入馬の資格等

（１）　転入資格

南関東地区以外からの転入馬は、出走申込時、次に掲げる条件を満たしていなければ

ならない。

※…　入厩・登録等が完了していても転入はまだ認められていません。出走申込するこ

とにより転入手続が完了となります。ご注意ください。
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ア．　年　齢

２歳から６歳までとする。

イ．　収得賞金額

１着から５着までの本賞金額について、以下により算出した合計額が、下表の金

額以上の馬とする。

なお、本賞金とは、競走成績証明書に記載されたものとする。

＜算出方法＞

　・地方競馬で収得した本賞金総額

　　全　額

　・中央競馬で収得した本賞金総額

　500万円以下の場合　　全額

　500万円を超える場合　…500万円とそれを超える金額の60％の額を加算した額

（単位　万円）

種類　……………年齢 2　歳 3　歳 4　歳 5　歳 6　歳

サラブレッド系 50 100 600 900 1,200

ウ．　上記ア、イに係らず、次の条件を満たしている馬については、転入を認める。

ア　勝利度数によるもの
４歳６勝、５歳８勝、６歳 10 勝以上の馬

イ　番組賞金算定後の格付によるもの
Ａ級に格付される７･８歳馬

ウ　３歳馬において、中央競馬で実施する競走で５着以内に２回以上入着した馬。

（２）　欠格事項

次に掲げる馬は、転入することができない。

ア．　鼻出血により出走制限を受けた馬

ただし、その後出走した馬はこの限りではない。

イ．　調教再検（審）査を命ぜられた馬

ただし、その後出走した馬はこの限りではない。

ウ．　出走停止処分を受けた馬。ただし、次の馬はこの限りではない。

ア　理化学検査陽性により出走停止処分を受けた馬で、その後、出走した馬
イ　障害競走の飛越により出走停止処分を受けた馬で、その後、出走した馬
ウ�　競走調教不十分、発走調教不十分、能力支障等により出走停止処分を受けた馬
で、出走停止処分後５回以上出走した馬

エ．　公正を害するおそれがあると認められる馬

（３）　格付及び編成

転入資格を満たした馬については、南関東地区各場の競馬番組に示された「番組賞金

の算定」、「格付」により格付及び編成を行う。（再転入馬については、再転入した時点

の基準による。）

ただし、転入時における中央競馬で収得した賞金については、１１の表中５「ＪＲＡ

が実施する指定交流競走」の規定は適用せず、次の方法で番組賞金を算定し、格付及び

編成する。
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　500 万円未満の馬　　収得賞金額× 1.0 で算定

　500 万円以上の馬　　500 万円＋（収得賞金額− 500 万円）× 0.6 で算定

また、勝利度数による転入条件を満たした馬で、収得賞金が（１）−イの収得賞金額

に満たない馬は転入（出走申込）時の年齢に応じ、4歳 600 万円、5歳 900 万円、6歳

1,200 万円を番組賞金と定め、当該番組賞金と調教試験合格時又は調教試験免除時の年

齢を基準とし、格付及び編成する。

（４）　適用期間

平成 27 年 4 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日までに出走申込した転入馬に適用する。

２３．特別競走登録制度

（１）　概　要

特別競走において、出走を希望する競走に編成される制度。馬の適性に合った競走距

離を選択可能にすることで、競走内容の向上を図り、早期昇格の機会を与えるものであ

る。

（２）　対象競走

競馬競走番組（概定）において、指定する競走を登◯と表示する。

（３）　申請方法

当該開催の前開催最終日までに「特別競走登録申請」を提出する。

２４．認定厩舎制度
認定厩舎制度については、別に定める。

２５．賞金・奨励金等

（１）　馬　主

ア．　賞　金

ア　着内賞金
１着から５着までの馬に対して、競馬競走番組表に示す額を支給する。

イ　着外手当
①…　６着以下の馬に対し、次のとおり支給する。ただし、失格または競走を中

止した場合は支給しない。

　Ａ　重賞競走

　　ａ．東京大賞典・ＪＢＣクラシック・ＪＢＣスプリント・

　　　　ＪＢＣレディスクラシック…
300,000 円

　　ｂ．東京ダービー・帝王賞・ジャパンダートダービー… 250,000 円

　　ｃ．羽田盃・大井記念・東京プリンセス賞・黒潮盃・

　　　　東京記念・東京盃・東京 2歳優駿牝馬・金盃…
200,000 円

　　ｄ．東京スプリント・優駿スプリント・

　　　　レディスプレリュード・ハイセイコー記念・… 180,000 円

　　　　マイルグランプリ・ＴＣＫ女王盃・京浜盃

　　ｅ．サンタアニタトロフィー・アフター５スター賞・

　　　　勝島王冠・東京シンデレラマイル・フジノウェーブ記念…
150,000 円
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　Ｂ　準重賞・特別及び普通競走

　　　　10,000 円

②…　前記①のＡ重賞競走を除く競走の着外馬に対し、次のとおり付加支給す

る。

　　ただし、失格又は競走を中止した場合は支給しない。

　　　大井在厩馬　　10,000 円

イ．　出走奨励金

重賞・準重賞に出走した大井在厩馬… 115,000 円

Ａ級・Ｂ級格付の大井在厩馬… 115,000 円

Ｃ 1級・Ｃ 2級格付、3歳未格付、2歳未格付の大井在厩馬… 110,000 円

Ｃ 3級格付の大井在厩馬… 105,000 円

Ｃ 3級格付の川崎・船橋・浦和在�馬… 70,000 円

上記以外の川崎・船橋・浦和在�馬… 75,000 円

※格は番組賞金算定日時点のものとする。

ウ．　夜間特別出走奨励金（後半４競走）

１出走につき　　　3,000 円

エ．　レコード賞

前回までの記録を更新し、なお、その開催の最高記録となった場合は、50,000 円

を支給する。

オ．　傷害馬見舞金

競走中及び能力・調教試験中の事故馬に対し、予算の範囲内において見舞金を支

給する。

ただし、総合調教試験及び再能力試験中の事故馬には支給しない。

カ．　発馬機内膠着等による競走中止の場合の支給

発馬機内膠着等により発馬機から出ず競走中止扱いとなった馬は、大井競馬番組

の２５の（１１）により支給する。

キ．　ダートグレード競走出走付加奨励金

大井競馬場で実施される以下のダートグレード競走に出走した大井在厩馬に対

し、1出走につき 350,000 円支給する。

東京スプリント・帝王賞・ジャパンダートダービー・東京盃

レディスプレリュード・東京大賞典・TCK女王盃

ク．　ＪｐｎⅠトライアル競走勝馬出走奨励金

大井競馬場で実施されるＪｐｎⅠ（ＧⅠ）競走のトライアル競走（下表）におい

て 1着または 2着となった南関東所属馬が、その優先出走権を行使して当該Ｊｐｎ

Ⅰ（ＧⅠ）競走に出走した場合には、トライアル競走の 1着馬に 500,000 円、2 着

馬に 200,000 円支給する。

トライアル競走名 着順 対象 Jpn Ⅰ競走 対象 JpnⅠに出走した場合の奨励金額

大 井 記 念
1着馬

帝　王　賞
500,000 円

2 着馬 200,000 円

東京ダービー
1着馬

ジャパンダートダービー
500,000 円

2 着馬 200,000 円
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東京盃 1着馬 ＪＢＣスプリント 500,000 円

レディスプレリュード 1着馬 ＪＢＣレディスクラシック 500,000 円

勝 島 王 冠 1着馬 東京大賞典 500,000 円

（２）　調教師

管理馬が出走した場合は、次のとおり支給する。ただし、賞典停止以上の処分を受け

た場合は、対象となる当該競走から停止を受けた期間は管理馬のすべてについて支給し

ない。

ア．　調教奨励金

下表のとおり支給する。（なお、1着となった場合は、1着賞金の 1%の額を加え

た額）

なお、発馬機内膠着等により発馬機から出ず競走中止扱いとなった場合は、大井

競馬番組の２５の（１１）により支給する。

区　分
競走の種類

1着 2着 3着 4着 5着
6着以下及
び競走中止

1 2 の競走を除く競走
円

13,000
円

11,000
円

10,000
円

9,000
円

8,500
円

8,000

2

東京スプリント競走
帝王賞競走
ジャパンダートダービー競走
東京盃競走
レディスプレリュード競走
ＪＢＣクラシック競走
ＪＢＣスプリント競走
ＪＢＣレディスクラシック競走
東京大賞典競走
ＴＣＫ女王盃競走

80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000

イ．　夜間調教管理奨励金（後半４競走）

１出走につき　　　3,000 円

ウ．　レコード賞

（１）のエの馬主に準じて 30,000 円支給する。

（３）　調教師補佐

調教師補佐（調教師補佐賞典支給願を提出した者。なお、大井競馬場所属の新規調教

師で貸与馬房と預託馬を持たず、調教補佐業務を行なっている者を含む。）が調教補佐

し管理している馬が出走した場合は、次のとおり支給する。ただし、賞典停止以上の処

分を受けた場合は、対象となる当該競走から停止を受けた期間は管理馬のすべてについ

て支給しない。

ア．　調教奨励金

下表のとおり支給する。

なお、発馬機内膠着等により発馬機から出ず競走中止扱いとなった場合は、大井
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競馬番組の２５の（１１）により支給する。

区　分

競走の種類
1出走

1 2 の競走を除く競走
円

8,000

2

東京スプリント競走

帝王賞競走

ジャパンダートダービー競走

東京盃競走

レディスプレリュード競走

ＪＢＣクラシック競走

ＪＢＣスプリント競走

ＪＢＣレディスクラシック競走

東京大賞典競走

ＴＣＫ女王盃競走

30,000

イ．　夜間調教管理奨励金（後半 4競走）

１出走につき　…　3,000 円

ウ．　レコード賞

（１）のエの馬主に準じて 30,000 円支給する。

（４）　騎　手

競走に騎乗した場合は、次のとおり支給する。ただし、騎乗停止処分を受けた当該競

走は支給しない。

ア．　騎乗奨励金

下表のとおり支給する。

なお、発馬機内膠着等により発馬機から出ず競走中止扱いとなった場合は、大井

競馬番組の２５の（１１）により支給する。

区　分

競走の種類
1着 2着 3着 4着 5着

6着以下及

び競走中止

1 2 〜 7 の競走を除く競走
円

13,000

円

11,000

円

10,000

円

9,000

円

8,500

円

8,000

2 3 〜 6 を除く重賞競走 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000

3

ＪＢＣクラシック競走

ＪＢＣスプリント競走

ＪＢＣレディスクラシック競走

東京大賞典競走

120,000 110,000 100,000 80,000 70,000 60,000

4
帝王賞競走

ジャパンダートダービー競走
110,000 100,000 90,000 70,000 60,000 50,000

5

東京スプリント競走

東京盃競走

レディスプレリュード競走

ＴＣＫ女王盃競走

100,000 90,000 80,000 60,000 50,000 40,000

6 ゴールデンステッキ賞競走 300,000 105,000 60,000 45,000 30,000 20,000

イ．　夜間騎乗奨励金（後半 4競走）

１出走につき　…　3,000 円
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ウ．　レコード賞

（１）のエの馬主に準じて 30,000 円支給する。

（５）　きゅう務員

飼養管理補助馬が出走した場合は、次のとおり支給する。ただし、賞典停止以上の処

分を受けた場合は、対象となる当該競走から停止を受けた期間は管理馬のすべてについ

て支給しない。

ア．　きゅう務奨励金

下表のとおり支給する。

なお、発馬機内膠着等により発馬機から出ず競走中止扱いとなった場合は、大井

競馬番組の２５の（１１）により支給する。

区　分

競走の種類
1着 2着 3着 4着 5着

6着以下及

び競走中止

1 2 の競走を除く競走
円

13,000

円

11,000

円

10,000

円

9,000

円

8,500

円

8,000

2

東京スプリント競走

帝王賞競走

ジャパンダートダービー競走

東京盃競走

レディスプレリュード競走

ＪＢＣクラシック競走

ＪＢＣスプリント競走

ＪＢＣレディスクラシック競走

東京大賞典競走

ＴＣＫ女王盃競走

80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000

イ．　夜間きゅう務奨励金（後半４競走）

小林在厩馬１出走につき　　5,000 円

その他１出走につき… 3,000 円

ウ．　レコード賞

（１）のエの馬主に準じて 30,000 円支給する。

（６）　賞　品

特に大井競馬競走番組表に定める競走（副印）については、予算の範囲内において、
1着馬主、調教師、調教師補佐、騎手及びきゅう務員に対し賞品を交付する。

ただし、処分にともなう賞典停止を受けた場合は、処分を受けた当該競走も含め交付

しない。又、騎手については、騎乗停止処分を受けた当該競走には交付しない。

（７）　輸送費

ア．…　下表の競馬場等から競走のため大井競馬場へ馬を輸送した場合は、下表の額を馬

主に対し支給する。

小林在厩馬 58,642 円（有料道路料金を含む）

船橋在厩馬 46,246 円（　　　　〃　　　　）

浦和在厩馬 46,246 円（　　　　〃　　　　）

川崎在厩馬 28,836 円（　　　　〃　　　　）
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イ．…　小林分厩舎から大井競馬場へ次に掲げる馬を輸送した場合は、その相当額を馬主

に対し支給する。

①　能力、調教試験を受けるため輸送した馬

②　初回のゲート練習及び調教のため輸送した馬

③…　再度ゲート練習及び調教を行うよう番組編成委員が許可又は指示して輸送した

馬

ウ．…　川崎、船橋及び浦和所属馬が当該競馬に出走の必要条件として番組編成委員又は

裁決委員に特に指定され、調教試験のため馬を輸送し、かつ当該競馬に出走した場

合は、その相当額を馬主に対し支給する。

（８）　生産牧場賞

重賞競走及び準重賞競走の１着馬の生産牧場で、次に掲げる条件を備え、かつ、開催

執務委員長が適当と認めたものに対し、競馬競走番組表に定めた額を、日本軽種馬協会

を経由して（非会員は直接）支給する。

ア．　当該馬が生まれたとき、その母馬を飼養していたこと。

イ．　現に軽種馬の生産に従事していること。

ウ．…　官公庁又は外国人（日本国内で軽種馬の生産事業を行っている外国人は除く）で

ないこと。

（９）ア．大井出身馬重賞・準重賞優勝馬奨励金

　大井競馬所属で、大井競馬場において初めて競走に出走し、他の競馬場に移籍したこ

とがない２歳及び３歳馬が、別表に示す競走に優勝した場合には、別に定める規程に基

づいて、当該馬の馬主、調教師、騎手、�務員に対し、奨励金を支給する。

　（対象期間　平成 27 年 4 月 1 日〜平成 28 年 3 月 31 日）

競　走　名 種　類 条　件
奨　励　金　額

馬主 調教師 騎手 �務員

羽 田 盃 ＳⅠ ３歳 2,400… 300… 150… 150…

東 京 プ リ ン セ ス 賞 ＳⅠ ３歳牝 1,200… 150… 75… 75…

東 京 ダ ー ビ ー ＳⅠ ３歳 3,200… 400… 200… 200…

優 駿 ス プ リ ン ト ＳⅡ ３歳 1,200… 150… 75… 75…

ジャパンダートダービー Jpn Ⅰ ３歳 4,000… 500… 250… 250…

黒 潮 盃 ＳⅡ ３歳 800… 100… 50… 50…

ゴ ー ル ド ジ ュ ニ ア ー 準重賞 ２歳 400… 50… 25… 25…

スターバーストカップ 準重賞 ３歳 400… 50… 25… 25…

ハ イ セ イ コ ー 記 念 ＳⅡ ２歳 800… 100… 50… 50…

東 京 2 歳 優 駿 牝 馬 ＳⅠ ２歳牝 1,200… 150… 75… 75…

桃 花 賞 準重賞 ３歳牝 400… 50… 25… 25…

雲 取 賞 準重賞 ３歳 400… 50… 25… 25…

京 浜 盃 ＳⅡ ３歳 1,200… 150… 75… 75…

単位：千円
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イ．２歳新馬競走付加奨励金

着　順
奨　励　金　額

馬　主 調教師

１着 320,000 円 80,000 円

２着 240,000 円 60,000 円

３着 160,000 円 40,000 円

（１０）　頭数制限又は競走を取り止めした場合の支給

１６の（７）による頭数制限、又は１６の（９）による競走取り止めに該当した場合、

次のとおり支給する。

ただし、１６の（９）以外で競走取り止めした場合の支給額は、別に定める。

区分

受給者

頭数制限 競走取り止め
大井在厩馬 川崎・船橋・浦和在厩馬 大井在厩馬 川崎・船橋・浦和在厩馬

馬　　　主 60,000 円　

支給しない

90,000 円 10,000 円

調　教　師 …6,000 円　 … 6,600 円 … 2,000 円

調教師補佐 …6,000 円　 … 6,600 円 … 2,000 円

騎　　　手 …6,000 円※ … 6,600 円 … 2,000 円

きゅう務員 …6,000 円　 … 6,600 円 … 2,000 円

※　…出走投票の結果、頭数制限を受けた馬に騎乗する予定の騎手が当該競走において

他の馬に騎乗する場合は、支給しない。

（１１）　競走除外（発馬機内膠着等による競走中止を含む）の場合の支給

馬場管理委員、裁決委員及び発走委員が認めた競走除外となった場合は、次に掲げる

額を支給する。

ただし、大井本場在厩馬については装鞍所引き付け以前、その他の馬については、馬

輸送以前に競走除外となった場合は支給しない。

ア．　馬　主　　　　　　60,000 円

イ．　調教師　　　　　　…6,000 円

ウ．　調教師補佐　　　　…6,000 円

エ．　騎　手　　　　　　…6,000 円

オ．　きゅう務員　　　　…6,000 円

（１２）　競走不成立の場合の支給

着順確定前に災害・投石等の妨害行為その他の事由により競走若しくは、競走に係る

開催執務委員の職務の執行に重大な支障があり、又は競走が所定の走路と異なる走路で

行われた場合等で競走不成立となった場合は、別に定める額を支給する。

２６．同着の場合の賞金、奨励金等
同着となった場合は、次により支給する。

ア．…　馬主賞金は、同着となった馬の頭数に相当する着順までの賞金の総額を同着頭数

に等分して支給する。また、着外手当は、同着となった馬の頭数に相当する着順ま
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での着外手当の総額を同着頭数に等分して支給する。

イ．…　調教師、騎手及びきゅう務員の奨励金は、同着となった馬の頭数に相当する着順

までの奨励金の総額を、同着頭数に等分して支給する。

ウ．　賞状及び賞品は、別に処理する。

エ．　レコード賞又は生産牧場賞は、競馬競走番組で定めたものを、等分して支給する。

２７．賞金、奨励金等の受領
次により取扱うこととする。

ア．　賞金、奨励金等は、銀行（金庫を含む。）振込とする。

イ．…　馬主、調教師、調教師補佐、騎手及びきゅう務員は、開催中に賞金、奨励金支給

明細書を受け取ること。ただし、きゅう務員については、開催終了後に受け取るこ

とができる。

２８．勝馬確定後の失格及び着順変更に伴う賞金等の取扱い

（１）　勝馬確定後の失格

勝馬確定後に失格となった場合は、馬主、調教師、調教師補佐、騎手、きゅう務員及

び生産牧場は、当該馬に係るすべての賞状、賞品、奨励金、手当その他これに類する金

品（以下「賞金等」という。）を受けることができない。

ただし、既に賞金等が交付されているときは、指定する期日までに返還しなければな

らない。

（２）　 勝馬確定後の着順変更

勝馬確定後に着順変更となった場合は、変更後の着順に基づく賞金等を支給する。た

だし、既に変更前の賞金等を受領している場合は、変更後の着順に基づく賞金等との差

額を交付する。

２９．賞金、奨励金等に対する納税

（１）　馬主に対して支給する賞金及び出走奨励金の納税

１頭当たりの支払賞金及び出走奨励金の合計が 75 万円を超える場合は、下記の算式

により主催者が源泉徴収して納税する。

{（賞金＋出走奨励金）−〔（賞金＋出走奨励金）× 20/100 ＋ 60 万円〕}× 1021/10000

（２）　調教師及び騎手に対して支給する奨励金等の納税

調教師及び騎手に対して支給する奨励金、特別奨励金及びレコード賞等については、

その 10.21％の額（ただし、同一人に対して１回に支払われる金額が 100 万円を超える

場合には、その超える部分については、20.42％の額）を源泉徴収所得税として主催者

が徴収し、納税する。

※「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する

特別措置法」が、平成25年 1月 1日から平成49年 12月 31日まで施行されることに伴い、

（１）及び（２）における源泉徴収所得税の税率が変更（10％→ 10.21％、20％→ 20.42％）。

３０．その他
交流競走等及びこの競馬番組に定めのない事項については、別途定める。
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（平成 25 年 3 月 8 日現在）

大 井 競 馬 場 レ コ ー ド 表

サ ラ ブ レ ッ ド 系 平 地 競 走

　年月日 　距離 タイム 馬　　　名 性齢 重量 騎　　手 馬　　主

ｍ ……分　秒 kg

51.12.… 3 1,000 58.9 ジヨーンズシヤダイ 牡 3 53 � 山口　　勲 吉　田　善　哉

H23.11.… 3 1,200 1:10.1 J�ス ー ニ 牡 5 57 J�川田　将雅 吉　田　和　美

52.… 8.30 1,400 1:23.8 ア ガ リ ス ピ ー ド 牡 4 53 � 赤間　清松 ワイエム観光㈱

55.… 6.14 内 1,500 1:31.5 キ ク マ ツ オ ー 牝 5 53 � 佐々木竹見 峯　岸　瓔　子

H18.… 4.12 内 1,600 1:37.2 アジュディミツオー 牡 5 57 � 内田　博幸 織　戸　眞　男

52.… 7.12 1,700 1:43.2 ム ツ ヒ カ リ 牡 6 52 � 赤嶺　本浩 ㈲ 睦 商 事

H23.11.… 3 1,800 1:49.6 J�ミラクルレジェンド 牝 4 55 J�岩田　康誠 吉　田　照　哉

H22.12.29 2,000 2:00.4 J�スマートファルコン 牡 5 57 J�武 豊 大　川　　　徹

52.11.… 4 2,400 2:29.7 グ ツ ド ボ ー イ 牡 4 57 � 高橋　三郎 松　居　豊　子

52.… 5.27 2,600 2:42.8 ア グ ネ ス チ カ ラ 牡 6 54 � 高柳　恒男 吉　田　権三郎

【参考】

34.… 8.25 800 48.4 オ ン ス ロ ー ト 牡 3 54 � 赤間　清松 三輪野　憲　治

61.… 9.19 内 1,200 1:13.1 ハ ナ キ オ ー 牡 4 53 � 堀　千亜樹 笠　井　忠　一

61.… 8.16 内 1,800 1:54.5 ア サ ヒ タ イ ヨ ー 牡 5 52 � 桑島　孝春 市　川　　　弘

56.… 6.… 4 2,500 2:35.7 タイムリーヒツト 牡 5 51 � 高橋　三郎 川崎不動産㈱

56.… 4.28 2,800 2:57.1 ア ズ マ キ ン グ 牡 5… 57 � 岡部　盛雄 ㈱ 上 山 ビ ル

51.12.20 3,000 3:08.6 フ ア イ ン ポ ー ト 牡 4 54 � 竹島　春三 佐　野　行　男
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南関東地区許可蹄鉄一覧表
… 平成 27 年 1 月 1 日現在

１．ＪＲＡで使用許可されている国産蹄鉄

No． 会社名 国名 製　品　名 蹄　　鉄　　の　　形　　状　　等

1 タイワ 日本 ＲＳ スタンダードタイプ

2 タイワ 日本 ＮＲＳ ＲＳ（No．1）タイプ鋼片無

3 タイワ 日本 ＲＳＣ ＲＳ（No．1）タイプラバー付

4 タイワ 日本 ＮＲＳＣ ＲＳ（No．1）タイプラバー付鋼片無

5 タイワ 日本 ＲＳＫ ＲＳ（No．1）厚尾タイプ（鉄尾が３㎜厚い）

6 タイワ 日本 ＮＲＳＫ ＲＳＫ（No．5）タイプ厚尾鋼片無

7 タイワ 日本 ＴＲＳ ＲＳ（No．1）トゥシューズタイプ（接地面より鋼片が２㎜高い）

8 タイワ 日本 ＯＲＳ アウターリムタイプ（蹄鉄下面外縁が内縁より３㎜高い）

9 タイワ 日本 ＴＯＲＳ ＯＲＳ（No．8）タイプで接地面より鋼片が２㎜高い

10 タイワ 日本 ＲＳＺ・ＺＲＳ 全周に溝が有り、外側全周に鋼片があるタイプ

11 タイワ 日本 ＡＲＳ 外側全周に溝があるタイプ

12 タイワ 日本 ＲＳＶ・ＶＲＳ 全周に溝があり、幅が狭いタイプ

13 タイワ 日本 ＴＲＳＶ ＲＳＶ（No．12）トゥシューズタイプ（接地面より鋼片が２㎜高い）

14 タイワ 日本 ＲＳＶＣ ＲＳＶ（No．12）タイプラバー付

15 タイワ 日本 ＲＳＷ ＲＳ（No．1）より幅が広いタイプ

16 タイワ 日本 ＮＲＳＷ ＲＳＷ（No．15）タイプ鋼片無

17 タイワ 日本 ＲＳＷＣ ＲＳＷ（No．15）タイプラバー付

18 タイワ 日本 ＮＲＳＷＣ ＲＳＷ（No．15）タイプラバー付鋼片無

19 タイワ 日本 ＥＵ スタンダードタイプ

20 タイワ 日本 ＥＵＣ ＥＵ（No．19）タイプラバー付

21 タイワ 日本 ＮＥＵ ＥＵ（No．19）タイプ鋼片無（旧フランスタイプ）

22 タイワ 日本 ＴＥＵ ＥＵ（No．19）トゥシューズタイプ（接地面より鋼片が２㎜高い）

23 タイワ 日本 ＲＳＭ ＲＳ（No．1）タイプの溝をＶ字型カットしたタイプ

24 タイワ 日本 ＲＳＯ 鉄頭部外縁の傾斜を取り除いたタイプ

25 タイワ 日本 ＲＳＥ トラディショナルタイプ

26 尾形 日本 ＳＯ スタンダードタイプ

27 尾形 日本 ＨＳＯ スタンダードタイプ（ホップスター）

28 尾形 日本 ＮＳＯ ＳＯ（No．25）タイプ鋼片無

29 尾形 日本 ＫＯ ＨＳＯ（No．26）厚尾タイプ（鉄尾が４㎜厚い）

30 尾形 日本 ＴＳＯ ＳＯ（No．25）トゥシューズタイプ（接地面より鋼片が２㎜高い）

31 尾形 日本 ＺＯ 全周に溝、外側全周に鋼片があるタイプ

32 尾形 日本 ３ＺＯ ＺＯ（No．30）タイプ側鉄唇付

33 尾形 日本 ＮＺＯ ＺＯ（No．30）タイプ鋼片無

34 尾形 日本 ＩＺＯ 全周に溝、内側全周に鋼片があるタイプ

35 尾形 日本 ＨＯ 外側全周に鋼管（鋼管内部は空洞）を挿入タイプ（ホール）

36 尾形 日本 ＷＳＯ スタンダードタイプ

37 尾形製作所 日本 ＰＷＯ スタンダードタイプ

38 尾形製作所 日本 ＰＺＯ スタンダードタイプ

39 尾形製作所 日本 ＰＺ３ ＰＺＯ（No．37）タイプ側鉄唇付

40 尾形製作所 日本 ＰＳＯ ＰＷＯ（No．36）の溝を外側に出したタイプ

41 尾形製作所 日本 ＰＷＣ ＰＷＯ（No．36）タイプラバー付
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42 高月 日本 ＴＡＳ スタンダードタイプ

43 高月 日本 ＴＡＡ ＴＡＳ（No．41）タイプ鋼片無

44 柏陽 日本 ＨＫ スタンダードタイプ（外側全周に鋼片がある）

45 柏陽 日本 ３ＨＫ ＨＫ（No．43）タイプ側鉄唇付

46 柏陽 日本 ＨＲＣ スタンダードタイプ（鉄頭部だけに鋼片がある）

47 日本 ＲＮ 競走ニューム（競走専用タイプ）

２．ＪＲＡで使用許可されていない国産蹄鉄で、南関東地区で使用が許可されている蹄鉄

No． 会社名 国名 製　品　名 蹄　　鉄　　の　　形　　状　　等

48 日本 平ニューム 競走ニュームの溝をなくし、幅を広くしたタイプ

49 尾形 日本 ニューム蹄鉄 俗称：大井鉄、平ニューム（No．48）の幅を狭くしたもの

50 田代 日本 ハイベスト 蹄鉄上部にクッションを装着したもの

51 タイワ 日本 ＣＳ 蹄鉄上部にクッションを装着したもの

52 タイワ 日本 ＲＳＤ ＲＳ（No．１）全溝タイプ（蹄鉄の幅を狭くしたもの）

53 タイワ 日本 ＳＲＳ ＲＳＷ（No．15）の幅をさらに広くしたもの

54 タイワ 日本 ＳＲＳＫ ＳＲＳ（No．53）厚尾タイプ（鉄尾部の厚さ13㎜・後肢用）

55 タイワ 日本 ＳＲＮ 蹄鉄の幅と厚みを広げ、耐摩耗性を高めたタイプ

56 タイワ 日本 ３ＲＳＺ ＲＳＺ（No．10）タイプ側鉄唇付

57 タイワ 日本 ＲＳＺＣ ＲＳＺ（No．10）タイプラバー付

58 尾形 日本 ＤＨＳ 外側全周に鋼片が有り、蹄鉄内部を空洞にしたタイプ

59 尾形 日本 ＫＫＯ ＳＯ（No．25）の内部を空洞にし、軽量化したタイプ

60 尾形製作所 日本 ＰＣＯ ＰＷＯ（No．36）タイプラバー付

61 尾形製作所 日本 ＰＨＯ ファイルド加工蹄鉄の鉄頭部に鋼片を埋め込んだタイプ

62 尾形製作所 日本 ＰＺ ファイルド加工蹄鉄の全周に鋼片を埋め込んだタイプ

63 田代 日本 スチールヘッド 鉄頭部に垂直に鋼片を埋め込んだタイプ

64 田代 日本 スチールヘッドエッヂ スチールヘッド（No．63）全溝タイプ

65 田代 日本 スチールライン スチールヘッド（No．63）全鋼片タイプ

66 田代 日本 スチールラインエッヂ スチールライン（No．65）全溝タイプ

67 柏陽 日本 ＨＺ ＨＫ（No．43）全鋼片タイプ

68 柏陽 日本 ３ＨＺ ＨＺ（No．67）タイプ側鉄唇付

69 柏陽 日本 厚尾 後肢用厚尾タイプ

３．ＪＲＡで使用許可されている外国製蹄鉄

使用に際しては、馬体検査時までに使用を申請し、馬場管理委員が使用を許可した場

合に限り、競走で使用することができる。
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南関東地区の競走に使用許可する蹄鉄の取扱い基準

１．禁止蹄鉄

⑴　禁止蹄鉄は次のとおりとする。（地方競馬実施規則第 36 条の規定による。）
①　鉄さい（先端が四角でブロック状のものを含み、スパイク状の突起をいう。）を付

したもの

②　鋭縁を有するもの

③　ゆう状突起、堤状突起又は欠刻を有するもの

④　尖釘を付したもの

⑤　釘頭をことさら突出させたもの（釘頭の突出は２mmまで）

⑵　既に蹄鉄としての承認を受けた蹄鉄であっても、加工等を施しその結果、競走の用に
適さないと馬場管理委員が判断した蹄鉄は使用を禁止する。

２．申告、申請の必要なく、競走に使用できる蹄鉄

別表「南関東地区許可蹄鉄一覧表」に掲げられた蹄鉄

３．馬体検査までに申告が必要な蹄鉄

⑴　鉄製尋常蹄鉄（俗称：調教鉄）
⑵　肢蹄保護のために使用する特殊な蹄鉄

４．馬体検査までに申請し、馬場管理委員の使用許可が必要な蹄鉄及び装着方法等

⑴　ＪＲＡで使用が許可されている外国製兼用蹄鉄
⑵　ＪＲＡ又は全国何れかの地方競馬場で使用が許可されている国産の蹄鉄
⑶　接着剤を用いて蹄鉄を装着する場合
⑷　蹄底に保護剤を使用する場合

付　則

　この基準は、平成 11 年１月１日から施行する。

付　則

　この基準は、平成 13 年４月１日から施行する。

付　則

　この基準は、平成 15 年１月１日から施行する。

付　則

　この基準は、平成 17 年１月１日から施行する。

付　則

　この基準は、平成 19 年８月１日から施行する。

付　則

　この基準は、平成 20 年１月１日から施行する。
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南関東地区で使用可能な補助具の取扱い基準

平成 10 年 11 月 9 日　制　　　　定

平成 13 年 3 月 11 日　表記一部修正

平成 16 年 9 月 30 日　一……部……改……正

平成 25 年 4 月 1 日　全……部……改……正

１．使用を禁止する補助具

⑴　馬の視界を 1/2 を越えて遮るブリンカー
⑵　ネーザルストリップ
⑶　コーネルカラー
⑷　アイシールド・透明半頭面
　　※ただし片側のみであれば使用可（失明馬での使用は失明眼側のみ）。

２．使用を制限する補助具

⑴　馬体検査までに申請を要するもの
　ブリンカー（遮眼革）※馬の視界が 1/2 以上確保できるもの

⑵　発走地点までに限り使用を認めるもの
①頭絡の外側に着けた覆面（通称二重メンコ、上メンコ）
②鼻縛り
③上顎ゴムバンド
④リップネット（騎乗の安全）（競走能力影響）
⑤折り返し手綱（通称引き返し）
⑥リップチューン（チェンシャンク）
⑦チフニィビット（通称ハートはみ）

３．その他

この基準に記載の有無にかかわらず、鞍ずれ防止帯（胸がい）、はみ吊り、シャドウ
ロール、チークピース（シープスキンチークピーシーズ）以外の、特殊な馬具や補助具
の使用を希望するときは、馬体検査までに開催執務委員に申請するものとする。

付　則

　この基準は、平成 25 年４月１日から施行する。
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平成 18 年 5 月11日　確　　認

平成 24 年３月６日　一部改正

平成 25 年４月１日　一部改正

南関東地区における認定きゅう舎制度に関する申合せ事項について

　平成18年３月28日から南関東地区で開始される認定きゅう舎制度を円滑に実施するため、

南関東地区 4場主催者の合意事項として、下記のとおり申し合せを行う。

記

１．認定きゅう舎制度を実施する目的について

　南関東地区における認定きゅう舎制度の導入は、設備の整った民間の施設を活用するこ

とにより、調教師に調教管理の選択肢を拡大させ、よりレベルの高いレースをファンに提

供することを目的とする。

２．認定を行う牧場等の施設について

⑴　認定を行う牧場等の施設に関して、施設を所有する者が公的機関で、施設を所有する
者と施設を運営する者が異なる場合で、施設を所有する者から、施設を運営する者に対

し、施設を所有する者としての権限を行使することを証明する書類が提出された場合は、

施設を運営する者を施設を所有する者と見做すことができる。

⑵　認定を行う牧場は、競走馬の調教を行うために充分な距離（目安としては直線走路で
500 メートル以上、周回走路で 1,000 メートル以上）がある馬場、付帯する施設、勤務

する人物、警備環境、防疫対策等、南関東地区におけるきゅう舎認定要綱に記載された

全ての条件を網羅し、将来に渡り、これらの諸条件を継続的に維持する見込みがあると

認められるものでなければならない。

⑶　競馬の公正を確保する観点から、認定を行う牧場等の施設において勤務する者の中に、
下記項目に該当する者が含まれる場合、当該施設の認定は行わない。

　・競馬関与禁止又は停止の処分を受けている者、及び競馬法違反者

　・麻薬、覚醒剤等の薬物による法違反者

　・不法行為を行う団体又は者（暴力団、暴走族等）に関与する者及び親交がある者

　・刑法により執行猶予中の者、及び保護観察中の者

　　なお、認定を行った後に、当該施設に上記項目に該当する者が含まれることが判明し

た場合は、上記項目に該当する者の排除を求め、求めに応じない場合は、当該認定を取

り消すこととする。

⑷　申請があった施設で勤務する従業員等に関して、競馬の公正確保に対する影響の有無
についての調査は、関地協が一括して、地全協に対し依頼することとする。このことを

円滑に実施するため、認定きゅう舎の申請書類の提出を受けた主催者は、極力早期の段

階で、関地協に申請書類の写しを送付することとする。

⑸　南関東地区における認定馬房数は、当面、１調教師あたり１施設かつ６馬房以内とす
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る。

⑹　南関東地区各場間で、同一施設に対する認定の可否判断が異なることは好ましくない
ため、南関東地区の他の主催者が認定した施設から申請が行われた場合、該当する同一

施設内の別棟のきゅう舎が防疫対策上好ましくない等の明確な理由がない限り、原則的

に、新たな申請を受けた主催者は認定を行うものとする。ただし、申請を受けた主催者

側で、当該競馬場における在きゅう頭数等の理由から、認定きゅう舎の増加を認めない

場合は、この限りでない。

⑺　調教師から認定きゅう舎の申請が行われた主催者が、牧場施設等の実態調査を行う際
に、認定の可否等の判断基準の参考とするため、南関東地区の他の主催者から同行する

ことを依頼された場合、申請が行われた主催者は、他の主催者が同行することを認め、

協力するものとする。

⑻　認定きゅう舎の施設等に関して、主催者が問題点を認めた場合、主催者は、施設の改
善等の指導を行うことができる。なお、この場合、主催者は、改善が行われるまでの間、

当該施設からの出走を認めないことができる。

３．認定きゅう舎の認定を取り消す場合の要件について

　主催者が認定を行った認定きゅう舎が、下記の一つに該当した場合は、当該認定を取り

消すこととする。

　・調教師から、認定きゅう舎の取消し申請があったとき。

　・認定を受けていた調教師が、調教師免許を失ったとき。

　・認定を受けていた施設が、認定の要件を満たさなくなったとき。

　・認定きゅう舎の申請等に際し、虚偽の申告等があったことが判明したとき。

　・…調教師が、認定きゅう舎に関して、主催者からの調査を拒み、妨げ、または主催者か

らの指示に従わなかったとき。

　・…調教師が、競馬の公正確保上必要な報告を行わなかったとき、または虚偽の報告を行

ったとき。

　・…調教師が、認定きゅう舎の管理において、調教師の責務、公正確保対策、防疫・衛生

対策を遵守しなかったとき。

　・主催者が、認定きゅう舎が競馬の公正を害するおそれがあると認めたとき。

４．指定きゅう務員の取扱いについて

⑴　関地協のきゅう務員設置認定について
　　認定きゅう舎で勤務するきゅう務員は、関地協が行うきゅう務員設置認定を受けなけ

ればならない。このため、競馬場又はトレーニングセンターで、主催者及び関地協が実

施しているきゅう務員設置認定面接日に、新規申請、更新申請等の所定の手続きを行い、

面接を受けなければならない。また、関地協きゅう務員設置認定要綱に基づいたきゅう

舎移動、住所・氏名・本籍等の変更、移動の届出、取消申請等の諸手続きを行わなけれ

ばならない。

　　また、同一調教師の所属きゅう務員として、認定きゅう舎と競馬場施設内のきゅう舎

間のきゅう舎移動を行う場合は、「認定きゅう舎認定要件変更届出」（別紙様式）により、

手続きを行うものとする。
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⑵　きゅう務員の指定について
　　調教師は、「認定きゅう舎認定申請書」（別紙様式）により、主催者に認定きゅう舎で

勤務するきゅう務員を指定しなければならない。また、認定きゅう舎に勤務するきゅう

務員に変更がある都度、「認定きゅう舎認定要件変更届出」（別紙様式）により、主催者

に届け出なければならない。

　　なお、認定きゅう舎を申請した時点で指定したきゅう務員が関地協のきゅう務員設置

認定を受けていない場合は、認定きゅう舎が認定されるまでの間に、きゅう務員設置認

定申請を行わなければならない。

　　調教師から申請・届出を受けた主催者は、関地協にその旨を通知する。届出を受けた

関地協は、一般きゅう務員・認定きゅう舎きゅう務員の区別を記載したきゅう舎別きゅ

う務員名簿を作成し、主催者に配付する。

⑶　指定きゅう務員に対する主催者の取扱いについて
　　南関東地区各主催者は、所属場の一般きゅう務員に関しては、制服、夏期・年末一時

金等に対する助成を行っているが、認定きゅう舎に勤務する指定きゅう務員については、

これらの助成は行わないこととする。よって、指定きゅう務員が、競馬場で馬を引付け

る際に使用する制服等は、管理調教師が調達するものとする。

⑷　指定きゅう務員の研修会等への参加について
　　主催者が、きゅう務員を対象とした研修会等を実施する場合、指定きゅう務員に関し

ても、研修会等へ参加しなければならない。

５．指定（承認）獣医師の取扱いについて

　認定きゅう舎で診療業務を行うことができる獣医師は、主催者から、指定（承認）を受

けた獣医師でなければならない。よって、主催者は、獣医師が主催者からの指定（承認）

を受けていることを確認した後でなければ、認定きゅう舎で診療業務を依頼することが出

来ないことについて、調教師に対する周知の徹底を図る。

　なお、認定きゅう舎を申請した時点で指定した獣医師が主催者からの承認を受けていな

い場合は、認定きゅう舎が認定されるまでの間に、主催者からの承認を受けなければなら

ない。

　また、認定きゅう舎で診療を行う指定（承認）獣医師に対しては、禁止薬物発生防止に

関する指示事項を遵守させることと同時に、競馬の公正確保に関する認識を常に維持させ

るため、全国公営競馬獣医師協会が行う研修会等への参加を求める。

６．認定きゅう舎在きゅう馬の装蹄の取扱いについて

　認定きゅう舎からの出走馬の装蹄に関しては、調教師の責任のもと、社団法人日本装蹄

師会認定規定により装蹄師として認定された者が装蹄を行うこととする。なお、レース出

走時に、「南関東地区の競走に使用許可する蹄鉄の基準」で規定された禁止蹄鉄を使用ま

たは使用しようとした場合は、調教師を制裁することとする。

７．認定きゅう舎に在きゅうする馬の取扱いについて

⑴　認定きゅう舎において在きゅう馬の取扱いが行える人物の制限について
　　認定きゅう舎において在きゅう馬の飼養管理、調教を行える者は、調教師、調教師補
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佐、騎手、指定きゅう務員のみとする。また、認定きゅう舎在きゅう馬に診療を行うこ

とが可能な者は、指定（承認）獣医師のみとする。

⑵　入きゅう届、預託契約書の写し等の提出について
　調教師は、認定きゅう舎に馬が入きゅうした場合は速やかに、認定きゅう舎入退きゅう

届（別紙様式）の他、当該馬に係る委任状及び預託契約書の写しを主催者に提出しなけ

ればならない。

⑶　馬の健康手帳の写しの提出について
　　認定きゅう舎に馬を入きゅうさせる場合は、調教師の責任で、当該馬に対する個体及

び健康状態の確認、健康手帳による伝染性疾病の検査や予防注射の接種の状況の確認を

行うこととしているが、主催者は、調教師から馬の健康手帳の写しの提出を求め、防疫

等に関する項目について、再度、確認を行うものとする。

⑷　認定きゅう舎に在きゅうする馬に対する特徴等の確認について
　　認定きゅう舎に馬を入きゅうさせる場合は、調教師の責任で、マイクロチップ等によ

り個体の特徴の確認を行うこととする。また、調教師は当該馬がレースに出走する以前

の段階で、主催者に対し、特徴等の個体照合を行ったことを、「認定きゅう舎入きゅう

馬個体特徴確認届出書」により届け出るものとする。

⑸　休養牧場等から認定きゅう舎への馬の入きゅうについて
　　休養牧場等から認定きゅう舎へ馬を入きゅうさせる場合は、出発地の牧場等で責任が

ある立場の者から、輸送を行う馬に誤認がない旨を記載した書面を、調教師に対して提

出することとし、主催者は、必要に応じて、当該書面の提出についての確認を行う。

８．番組編成の取扱いについて

⑴　番組上の手続きについて
　　認定きゅう舎在きゅう馬がレースに出走するための手続きは、主催者管理施設の在き

ゅう馬と同様な手続きが必要となる。

馬登録…−…主催者が指定した日時に、競馬場、トレーニング施設等、主催者が指定した

場所において行うものとする。

出走申込…−…調教師が、他の管理馬と同様に行う。

馬検査…−…調教師からの認定きゅう舎在きゅう馬出走予定表（別紙様式）の提出により、

馬検査を受けたものとする。なお、調教師が馬検査の申告を行うことが可能な頭数の

上限は、原則として、主催者から貸与を受けた馬房数までとする。但し、当該開催に

重賞競走が予定されている場合で、調教師が管理する当該開催の重賞競走出走予定馬

（内きゅう・外きゅうを問わず。）が以下の条件を満たす場合は、その頭数分を上乗せ

して、馬検査の申告を行うことができるものとする。

　国際競走及び指定交流（重賞）競走　　　　選定馬・補欠馬

　一般重賞競走　　　　　　　　　　　　　　Ａ級格付け馬

　３歳重賞競走　　　　　　　　　　　　　　番組賞金　６００万円以上

　２歳重賞競走　　　　　　　　　　　　　　番組賞金　２５０万円以上

能力調教試験…−…競馬番組により、能力調教試験の受験申込みを行った馬は、主催者が

指定する日時に、指定する競馬場において、能力調教試験を受験しなければならない。

出走投票…−…調教師が、他の管理馬と同様に行う。なお、重賞競走出走予定馬があるた
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め主催者から貸与を受けた馬房数を超えて馬検査の申告を行った場合で、重賞競走に

出走投票を行い、重賞競走に出走できない馬は、他の競走に出走することができる。

⑵　出走の制限について
　　認定きゅう舎からレースに出走する場合は、馬検査日までに認定きゅう舎に入きゅう

しなければならない。なお、認定きゅう舎で馬検査を受けた馬が、馬検査を受けた日以

降に、調教の方法等の理由で競馬場施設内のきゅう舎に移動した場合は、レースへの出

走を認める。但し、競馬場施設内で馬検査を受けた馬が、馬検査を受けた日以降に認定

きゅう舎に移動した場合は、当該馬検査に係る開催のレースへの出走は認めないことと

する。

⑶　認定きゅう舎在きゅう馬の出走に際した手続きについて
　　認定きゅう舎在きゅう馬がレースに出走する場合、調教師は、馬検査日までに、「認

定きゅう舎在きゅう馬出走予定表（別紙様式）」を番組編成委員に提出しなければなら

ない。また、出走投票を行うまでに、「認定きゅう舎出走馬輸送届出書（申出書）」及び

「認定きゅう舎出走馬調教日誌」を、主催者が指定する開催執務委員に提出しなければ

ならない。

　　調教師から「認定きゅう舎出走馬調教日誌」の提出を受けた主催者は、認定きゅう舎

からの出走馬の調教時の馬場の状況及び調教タイムとして、専門紙への情報提供に利用

するものとする。

⑷　認定きゅう舎在きゅう馬が競馬場で調教を行う場合の取扱いについて
　　認定きゅう舎在きゅう馬が、追切り、馬場見せ等の理由で、一時的に競馬場で調教を

行う場合、調教師は、来場する競馬場の主催者に対し、事前に申し出なければならない。

なお、調教ゼッケンの貸与、専門紙への情報提供等に関しては、申し出を受けた主催者

が、それぞれの競馬場の方式により対応することとする。

⑸　発走練習指定馬の取り扱いについて

発走練習指定馬の指定を受けた認定きゅう舎在きゅう馬が、出走投票を行うために

は、所属主催者の発走委員が指定する日時及び場所において、所属主催者の発走委員に

よる癖矯正の確認を受けなければならない。

９．認定きゅう舎在きゅう馬の輸送の取扱いについて

⑴　認定きゅう舎から競馬場への馬の当日輸送について
出走投票時に認定きゅう舎に在きゅうする馬は、提出された「認定きゅう舎出走馬輸

送届出書（申出書）」に基づき、競走当日、認定きゅう舎から、直接、競馬場へ馬を輸

送しなければならない。なお、同時に輸送することが可能な馬は、同一の認定きゅう舎

施設からレースに出走する馬に限定され、主催者管理施設への入きゅう、追切り、馬場

見せ等、レースへの出走以外の理由で競馬場へ輸送する馬を同時に輸送することはでき

ない。

⑵　輸送費の取扱いについて
レースへの出走、能力調教試験の受験、発走委員による癖矯正の確認、馬の登録等の

ため、認定きゅう舎から競馬場施設等に馬を輸送する場合、主催者は、原則として、輸

送の費用負担や補助を行わないこととする。

⑶　輸送に利用する車両について
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　　認定きゅう舎から競馬場施設等に馬を輸送する際に利用する車両は、競馬場における

防疫対策要領に基づいた清掃、消毒等を行い、輸送中、馬が外部との接触が出来ない装

備を備えた車両でなければならない。

10．認定きゅう舎における情報について

⑴　調教師からの各種手続きの励行について
　　認定きゅう舎における馬の入退きゅう、勤務する者の変更等の全ての情報に関しては、

調教師からの各種手続きを受けた段階で、主催者側が、内容を把握することが可能とな

り、番組編成等の開催業務が成立する。よって、認定きゅう舎の認定を受けた調教師に

対しては、認定きゅう舎在きゅう馬が円滑に出走するためには、各種手続きの励行が必

須条件であることの認識を持たせることとする。

⑵　主催者間の認定きゅう舎に関する情報の交換と共有について
　　各主催者は、認定きゅう舎に関する情報の交換と共有を円滑に行うため、調教師から

の各種手続き等の情報を得た段階で、関地協に内容を伝えることとする。情報の伝達を

受けた関地協は、内容を整理し、各場に伝達することとする。
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平成 17 年 11 月 15 日　制　　定

平成 18 年 … 3 月 28 日　一部改正

平成 19 年 … 1 月 23 日　一部改正

平成 21 年 … 1 月 … 1 日　一部改正

平成 22 年 … 2 月 16 日　一部改正

平成 23 年 … 2 月 15 日　一部改正

平成 24 年 … 3 月 … 8 日　一部改正

南関東４競馬場における他地区地方競馬所属騎手の交流騎乗について

　南関東地区４競馬場において他地区地方競馬所属騎手（旧廃止競馬場所属騎手を含む。以

下「他地区所属騎手」という。）が交流して騎乗する場合の取扱いは、下記のとおりとする。

１．他地区所属騎手が南関東地区重賞競走に騎乗する場合の取扱いについて

⑴　他地区所属騎手は、南関東地区で行われる重賞競走に騎乗することができる。
⑵　南関東地区重賞競走に騎乗する他地区所属騎手は、当該重賞競走が行われる開催の指
定された期日までに騎乗申込みを行うこととし、騎乗申込みがない場合は騎乗を認めな

い。

　　なお、他地区所属騎手が騎乗申込みを行う際は、当該重賞競走における騎乗予定馬を

明示することとし、出走投票の結果、騎乗申込み騎手が騎乗予定馬に騎乗しない場合は、

当該重賞競走実施当日の交流騎乗は認めない。

⑶　南関東地区重賞競走に騎乗する他地区所属騎手は、競走当日、最初に騎乗が予定され
ている競走の２時間前までに競馬場に来場することとし、当該騎手に対する在宅確認等

は行わない。

⑷　他地区所属騎手が南関東地区で実施する交流重賞競走に騎乗する場合は、南関東地区
主催者が傷害保険の加入の手続き及び費用の負担を行うが、それ以外の重賞競走に騎乗

する場合は、騎手本人が任意で加入するものとする。

⑸　他地区所属減量騎手が南関東地区重賞競走に騎乗する場合、騎乗する重賞競走を含
め、当日騎乗する全ての競走において、負担重量の軽減は行わない。なお、減量騎手は、

通算勝利度数 31 勝以上の騎手でなければ、南関東地区ＳⅠ重賞競走（主催者が特に定

めるＪｐｎⅡ及びＪｐｎⅢ競走を含む。）に騎乗することができない。

２．他地区所属騎手が、期間を限定して南関東地区で騎乗する場合の取扱いについて

⑴　南関東地区で期間を限定して交流騎乗が可能となる騎手の区分は、以下の条件に合致

する騎手とする。

①　交流騎乗を行う年度の前年末（暦年）の時点で、通算 1,000 勝（冬季休催場におい

ては 800 勝）以上の実績がある騎手（以下「勝利度数実績騎手」という。）

②　交流騎乗を行う年度の前年（暦年）に、所属する競馬場でリーディング５位以内の

成績で、交流騎乗を行う年度の前年末（暦年）の時点で満 25 歳以下の騎手（以下「リ

ーディング５位以内の若手騎手」という。）

③　南関東地区で技術の研鑚を目指す騎手免許取得後騎乗経験８年以下、通算勝利度数
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200 勝以下の騎手。但し、騎手免許取得後騎乗経験３年未満、又は通算勝利度数 50

勝未満の騎手は除く。（以下「技術研鑽騎手」という。）

　　なお、交流騎乗が可能な騎手は、同一年度内１回に限り、「勝利度数実績騎手」、「リ

ーディング５位以内の若手騎手」、「技術研鑽騎手」の何れか１区分にのみ、申請を行う

ことができる。

⑵　南関東地区で期間を限定して交流騎乗を行う騎手の人数及び騎乗可能な期間は、以下

のとおりとする。

①　勝利度数実績騎手

　　南関東地区各競馬場で年度内２名以内、交流騎乗が可能な期間は２ヵ月以内

②　リーディング５位以内の若手騎手

　　南関東地区各競馬場で年度内１名以内、交流騎乗が可能な期間は２ヵ月以内

③　技術研鑽騎手

　　南関東地区各競馬場で年度内１名以内、交流騎乗が可能な期間は３ヵ月以内

　　なお、交流騎乗が可能な期間の満了日が競馬開催中である場合は、原則として、当

該競馬最終日まで交流騎乗を認める。但し、年度を跨いだ交流騎乗は認めない。

⑶　関東地方公営競馬協議会（以下「関地協」という。）は、南関東地区で交流騎乗が可

能な騎手に対し、年度が開始する前の段階で、地方競馬主催者を通して、当該年度にお

ける期間限定交流騎乗を行う希望の有無について、別紙様式 1により意向調査を実施す

る。この意向調査の結果、南関東地区各競馬場における受入れ可能人数を超過した場合

は、南関東地区主催者及び関地協が協議し、当該年度において南関東地区で交流騎乗を

行う騎手を選定する。また、意向調査の結果、南関東地区各競馬場での受入れ人数の上

限に満たなかった場合は、当該年度に交流騎乗を希望した騎手を対象として、改めて意

向調査を実施し、交流騎乗を行う騎手を選定する。

⑷　南関東地区で交流騎乗を行なう他地区地方競馬所属騎手が選定された後、当該騎手が

事故等の都合により騎乗できなくなった場合、他の他地区所属騎手の追加選定は行わな

い。

⑸　南関東地区で期間限定交流騎乗を行う騎手は、当該期間中は、南関東地区調教師に所

属することとする。他地区所属騎手を引き受ける南関東地区調教師は、調教師が所属す

る競馬場の騎手会及び調教師会の了承を得た後に、他地区所属騎手が交流騎乗を開始す

る１ヵ月前までに、別紙様式２による申請書を、調教師が所属する主催者に提出するこ

ととする。なお、期間限定交流騎乗を行う騎手が南関東地区に来場可能となるのは、期

間限定交流騎乗を開始する日の 10 日前からとする。

⑹　南関東地区で期間限定交流騎乗を行う騎手は、当該期間中は、南関東地区所属馬によ

るＪＲＡ又は他地区地方競馬で行われる交流競走での騎乗や、他地区で実施される騎手

招待競走等の特別な事情が認められる場合を除き、南関東地区以外での競走の騎乗は、

原則認めないものとする。

… 　ただし、上記以外においても、重賞競走への騎乗等を当該主催者が認め、期間限定騎

乗の期間中に所属する調教師が了承した場合はこの限りではない。

⑺　南関東地区で期間限定交流騎乗を行う騎手は、当該期間中は、騎乗申込、在宅確認及

び行動証明書の提出、調整ルームへの入室、騎乗制限等については、全て、南関東地区

所属騎手と同様に取扱う。
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⑻　南関東地区で期間限定交流騎乗を行う騎手は、当該期間中は、南関東地区主催者が提

示する金額以上の補償がある傷害保険に加入しなければならない。

３．その他

⑴　南関東地区で行われる交流競走等で騎乗するＪＲＡ所属騎手及び他地区地方競馬所属
騎手に関しては、南関東地区所属騎手と同じ騎乗制限（１日の騎乗回数８回以下、連続

騎乗６回以下）を適用する。

⑵　南関東地区で行われる指定交流重賞競走及び地方交流重賞競走に騎乗する他地区所属
騎手で、当該競走に出走する馬の所属場若しくは常時交流競馬場に所属しない騎手の場

合は、　⑴の規定は適用せず、１日の騎乗回数を４回以下とする。
⑶　南関東地区で実施される重賞競走以外の競走で他地区所属騎手が騎乗する場合におけ
る騎乗制限等の取扱いに関しては、「１．他地区所属騎手が南関東地区重賞競走に騎乗

する場合の取扱いについて」を準用する。

⑷　他地区所属騎手が南関東地区で騎乗する際に使用する服色は、所属する競馬場等で指
定された服色を使用する。但し、所属する競馬場等で指定された服色が、南関東地区所

属騎手と同じ又は似かよった服色である場合は、別途、協議する。

⑸　外国人騎手（外国で騎乗する日本国籍の騎手を含む。以下同じ。）が短期免許取得に
より南関東地区で期間限定交流騎乗を行う場合は、南関東地区各競馬場で年度内１名以

下、交流騎乗期間３ヶ月以内とし、同一人物が同一年度に南関東地区の２ヶ所以上の競

馬場に所属して、期間限定交流騎乗を行うことは認めない。

⑹　外国人騎手が短期免許取得により南関東地区で行われる重賞競走等の特定レースにの
み騎乗する場合は、⑷の規定は適用されない。但し、騎乗が可能な日は、当該競走の実

施日に限られる。

⑺　南関東地区で行われる重賞競走以外の交流競走に騎乗することができる他地区所属騎
手は、原則として当該競走に出走する馬の所属場若しくは常時交流競馬場に所属する騎

手に限られる。この場合の騎乗制限の取扱いについては、南関東地区所属騎手（１日の

騎乗回数８回以下、連続騎乗６回以下）と同様とする。
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平成 22 年 1 月 1 日　制　　定

平成 23 年 3 月 18 日　一部改正

平成 24 年 1 月 1 日　一部改正

平成 25 年 1 月 1 日　一部改正

特別区競馬組合競馬実施規則第 51 条に定める騎手が
競走に騎乗するときに使用する騎手服等について

Ⅰ．騎手服

１　競走に使用する騎手服

⑴　南関東所属騎手
　　関東地方公営競馬協議会が指定する騎手服を使用する。

　　なお、指定交流競走及びＪＲＡ交流競走においてＪＲＡ所属馬に騎乗する際は、Ｊ

ＲＡの登録を受けた馬主の服色を使用する。ただし、当該騎乗馬がＪＲＡにおける服

色登録がなされていない場合、又はやむを得ない理由により、登録した服色が使用で

きない場合は、２の特別区競馬組合（以下「組合」という。）が指定する騎手服を使

用する。

⑵　他地区地方競馬所属騎手
　　所属主催者が指定する騎手服を使用する。

　　なお、指定交流競走及びＪＲＡ交流競走においてＪＲＡ所属馬に騎乗する際は、Ｊ

ＲＡの登録を受けた馬主の服色を使用する。ただし、当該騎乗馬がＪＲＡにおける服

色登録がなされていない場合、又はやむを得ない理由により、登録した服色が使用で

きない場合は、２の組合が指定する騎手服を使用する。

　　また、南関東地区所属騎手が使用する騎手服と類似する場合であって、両騎手が同

一の競走に騎乗する際は、２の組合が指定する騎手服を使用する。

⑶　ＪＲＡ所属騎手
　　指定交流競走及びＪＲＡ交流競走においてＪＲＡ所属馬に騎乗する際は、ＪＲＡの

登録を受けた馬主の服色を使用する。ただし、当該騎乗馬がＪＲＡにおける服色登録

がなされていない場合、又はやむを得ない理由により、登録した服色が使用できない

場合は、２の組合が指定する騎手服を使用する。

　　また、指定交流競走及びＪＲＡ交流競走実施日と同日に行われる競走で地方競馬所

属馬に騎乗する際は、２の組合が指定する騎手服又は、関東地方公営競馬協議会が指

定する騎手服を使用する。

⑷　地方競馬において騎手服の指定を受けていない者については、２の組合が指定する
騎手服を使用若しくは、その都度服色指定申請を行う。

２　組合が指定する騎手服

　組合が指定する騎手服は、枠番号別とし、次のとおりとする。

枠番号 馬番号 服色

1
小 白、紫十字たすき、そで紫一本輪

大 胴白・紫十字たすき、そで紫・白二本輪
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2
小 黒、水色十字たすき、そで水色一本輪

大 胴黒・水色十字たすき、そで水色・黒二本輪

3
小 赤、白十字たすき、そで白一本輪

大 胴赤・白十字たすき、そで白・赤二本輪

4
小 青、白十字たすき、そで白一本輪

大 胴青・白十字たすき、そで白・青二本輪

5
小 黄、白十字たすき、そで白一本輪

大 胴黄・白十字たすき、そで白・黄二本輪

6
小 緑、白十字たすき、そで白一本輪

大 胴緑・白十字たすき、そで白・緑二本輪

7
小 橙、白十字たすき、そで白一本輪

大 胴橙・白十字たすき、そで白・橙二本輪

8
小 桃、白十字たすき、そで白一本輪

大 胴桃・白十字たすき、そで白・桃二本輪

Ⅱ．保護ベスト

下表に掲げる基準を満たしたものを使用する。

1 ＪＲＡ基準 DESCENTE

2 ヨーロッパ基準 EN3158…:…2000…Level…1

3 オーストラリア基準 ARB1998

4 イギリス基準 Satra…Jockey…Vest…Standard…Document…M6…issue3

5 アメリカ基準 ASTM…F2681-08

（『競馬と生産に関する国際協約第 27 条付録』より）

Ⅲ．帽　子

　帽子は、枠番号別に色分け、左側に馬番号を記した布を貼付したものとし、主催者が騎

手に貸与する。

　枠番号に応じる帽子の色等は、次のとおりとする。

　なお、同一騎手服等の馬が、出走投票の結果、同枠となった場合は、馬番号の大きいも

のが四ツ割染分けを使用する。

枠番号 帽子の色 馬番号の色（地色／番号色）

1
白 白／黒

染分け 白・水色 白／黒

2
黒 黒／白

染分け 黒・白 黒／白

3
赤 白／黒

染分け 赤・白 白／黒

4
青 黒／白

染分け 青・白 黒／白
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5
黄 白／黒

染分け 黄・白 白／黒

6
緑 黒／白

染分け 緑・白 黒／白

7
橙 白／黒

染分け 橙・白 白／黒

8
桃 白／黒

染分け 桃・白 白／黒
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南関東地方競馬に騎乗できる騎手及び騎乗の制限について

　交流競走（騎手招待競走を含む）実施当日において、下記１に区分する騎手が騎乗できる

出走馬の所属による騎乗の可否について、下記２のとおり定める。

１．騎手区分

⑴　南関東所属騎手

南関 4場を原籍とする騎手をいう。

ただし、期間限定騎乗で他地区地方競馬に移籍中の騎手は、他地区所属騎手として取

扱う。

⑵　期間限定騎乗騎手

「南関東４競馬場における他地区地方競馬所属騎手の交流騎乗について」の２及び３

の定めにより、南関 4場で期間を限定して交流騎乗する他地区所属騎手及び外国人騎手

をいう。

⑶　南関重賞騎乗騎手

「南関東４競馬場における他地区地方競馬所属騎手の交流騎乗について」の１の定め

により、南関東地区重賞競走（交流競走を除く）に騎乗するために来場する他地区所属

騎手をいう。

⑷　他地区所属騎手

大井競馬番組５−⑶−エに掲げる競走に騎乗するために来場する南関 4場以外の地方

競馬に所属する騎手をいう。

⑸　ＪＲＡ所属騎手

大井競馬番組５−⑶−エに掲げる競走に騎乗するために来場するＪＲＡ所属騎手（短

期免許を取得している外国人騎手を含む）をいう。

⑹　外国人騎手

国際交流競走に出走する外国馬に騎乗するために来場する日本国以外で騎手免許を受

けた騎手をいう。

２．出走馬の所属による騎乗の可否

⑴　交流競走

ア　1競走のみ実施される場合

騎手区分

出走馬の所属

南関東
所属騎手

期間限定
騎乗騎手

南関重賞
騎乗騎手

他地区
所属騎手

ＪＲＡ
所属騎手

外国人
騎手

南関東所属馬 ○ ○ ○ ○ × ×

他地区所属馬 ○ ○ ○ ○ × ×

ＪＲＡ所属馬 ○ ○ × × ○ ×

外　国　馬 ○ ○ ○ ○ × ○
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イ　同日に 2競走以上実施される場合

騎手区分

出走馬の所属

南関東
所属騎手

期間限定
騎乗騎手

南関重賞
騎乗騎手

他地区
所属騎手

ＪＲＡ
所属騎手

外国人
騎手

南関東所属馬 ○ ○ ○ ○ ○ ○

他地区所属馬 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＪＲＡ所属馬 ○ ○ × × ○ ×

外　国　馬 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　※ＪＲＡ所属騎手及び外国人騎手はいずれか 1競走はアによる騎乗が必要

⑵　交流競走当日に実施される他の競走（南関東所属馬）

いずれの騎手区分であっても、騎乗することができる。

ただし、ＪＲＡの短期免許を受けた外国人騎手の騎乗については、当該交流競走に限

られる。

また、同一騎手が 1日に連続して騎乗する回数は、「南関東 4競馬場における他地区

地方競馬所属騎手の交流騎乗について」による。ただし、減量騎手の負担重量の軽減は

行わない。




